
平成20年２月定例県議会（補正）

生活福祉常任委員会会議録

平成20年３月６日～７日

場 所 第１委員会室



- 1 -

平成20年３月６日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第38号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）

○議案第49号 平成19年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第２号）

○地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・最近の市町村合併の動きについて

・「宮崎県医療計画（案）」の概要について

・医師派遣システムによる採用医師について

・肝炎に係る県民からの相談への対応状況等に

ついて

・「宮崎県医療費適正化計画（案）」の概要に

ついて

・中国産冷凍ギョウザに関する県の対応状況に

ついて

・フグの取扱いに係る監視指導の強化等につい

て

・「健康みやざき行動計画21」の改定（案）の

概要について

出席委員（９人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

委 員 新 見 昌 安

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 植 木 英 範

病 院 局 次 長 山 下 健 次兼 経 営 管 理 課 長

県 立 宮 崎 病 院 長 豊 田 清 一

県 立 日 南 病 院 長 脇 坂 信一郎

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立富養園長代理 小 川 泰 洋

地域生活部

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

地 域 生 活 部 次 長 興 梠 徹（文化・啓発担当）

地 域 生 活 部 次 長 森 山 順 一（地域政策担当）

地 域 生 活 部 次 長 太 田 英 夫（交通・情報・国際担当)

部参事兼生活・文化課長 日 高 勝 弘

交 通 安 全 対 策 監 湯 地 幸 一

文化・文教企画監 道 久 奉 三

青少年男女参画課長 井 上 昌 憲

男 女 共 同 参 画 監 舟 田 美揮子

人権同和対策課長 酒 井 勇

部副参事兼市町村課長 江 上 仁 訓

地 域 振 興 課 長 湯 浅 真 一

総 合 交 通 課 長 加 藤 裕 彦

情 報 政 策 課 渡 邉 靖 之

国 際 政 策 課 長 田 原 新 一

市町村合併支援室長 坂 本 義 広

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊
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福 祉 保 健 部 次 長 松 田 豊（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 宮 脇 和 寛（保健・医療担当）

福 祉 保 健 課 長 松 原 憲

医 療 薬 務 課 長 高 屋 道 博

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 舟 田 宏

高 齢 者 対 策 課 長 畝 原 光 男

児 童 家 庭 課 長 西 野 博 之

少 子 化 対 策 監 佐 藤 健 司

障 害 福 祉 課 長 村 岡 精 二

障害福祉課部副参事 杉 本 隆 史

衛生管理課課長補佐 柏 田 精 二

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 斉 藤 安 彦

議 事 課 主 任 主 事 大 野 誠 一

ただいまから生活福祉常任委員○十屋委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付しておりました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○十屋委員長

します。

次に、執行部の不在についてであります。川

畑衛生管理課長が病気療養のため、欠席する旨

の不在届が提出されております。課長にかわ

り、柏田課長補佐が説明及び答弁を行いますの

で、御了承ください。また、健康増進課の古家

福祉保健部副参事が病気療養のため、欠席する

旨の不在届が提出されておりますので、御了承

いただきますようお願いいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

おはようございます。代表質○植木病院局長

問、一般質問、それに引き続きの常任委員会と

いうことでさぞかしお疲れのことと思います

が、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、病院局として当委員会に御審議を

お願いいたしております議案につきまして、そ

の概要を御説明申し上げます。

お手元の「平成20年２月定例県議会提出議案

（平成19年度補正分）」をごらんいただきたい

と思います。

表紙をめくっていただきまして、目次をごら

んいただきたいと思いますが、病院局関係の議

案は、下から３つ目、議案第49号「平成19年度

宮崎県立病院事業会計補正予算（第２号）」の

１議案でございます。

同じ議案書の議案第49号のインデックスのと

ころ、ページで申しますと45ページをお開き願

います。平成19年度宮崎県立病院事業会計補正

予算（第２号）についてでございます。

今回、国の特別施策として、政府資金から借

り入れをいたしております地方債の一部につい

て、補償金を全額免除して繰り上げ償還とそれ

に伴う企業債の借りかえが、病院事業について

初めて認められましたことから、所要の補正を

行うものであります。また、一般会計借入金償

還金につきまして、現在、御存じのとおり、病

院関係は経営改善の途中でございますことを配
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慮して、19年度の償還額を全額翌年度に繰り延

べることといたしたところでございます。以上

の予算措置を行うため、資本的収支予算につき

まして所要額の補正を行うものでございます。

補正の詳細につきましては、山下次長から説

明いたさせますので、よろしくお願いをいたし

ます。私からは以上でございます。

病院局経営○山下病院局次長兼経営管理課長

管理課でございます。ただいま局長が申し上げ

ましたように、今回お願いをしておりますの

は、補正予算に係る議案の１件でございます。

詳細につきまして私から御説明申し上げます。

議案書がお手元にあるかと思いますけれど

も、説明は委員会資料で説明をさせていただき

たいと思います。資料の説明に入ります前に、

前置きでございますけれども、病院事業の予算

につきましては、御承知のように、収益的収支

に係る予算と資本的収支に係る予算がございま

す。今回お願いする補正は、このうち資本的収

支に係る予算、病院施設の建設改良とか、ある

いは医療機器の購入等、事業に必要な資産の形

成に係る収入と支出の予定を明らかにする予算

でございますけれども、今回はその補正をお願

いするものでございます。

補正をお願いするのは２点ございます。１点

目が企業債の繰り上げ償還及びこれに伴う借り

かえ、２点目が一般会計からの借入金の返済の

繰り延べということでございます。

そこで、委員会資料をごらんいただきたいと

思います。資料の１ページでございますが、補

正の理由として、今申し上げました２点に分け

て書いてございます。１点目が、補償金全額免

除しての企業債の一部についての繰り上げ償還

とそれに伴う企業債の借りかえということでご

ざいます。そこの表にございますように、今回

対象となるのは、年利５％以上のものについて

こういった繰り上げ償還が認められるというこ

とでございます。この繰り上げ償還による経営

改善につきましては、既に中期経営計画をもと

にして国に対して説明をして、その上で一定の

承認を得ているところでございます。今回、平

成19年度補正でいたしますのは、このうち７％

以上で借り入れているもの、そこにございます

ように、全部で24億8,691万3,000円余というの

が今回の対象でございます。この内訳として

は、最も低いもので7.1％、最も高いもので８％

というものがございまして、全部で８本ござい

ます。この後、さらに平成20年度は６％から７

％未満のもの、それから21年度は５％から６％

未満のものを、それぞれそこに掲げた額、繰り

上げ償還を行うということでございまして、対

象額としては、今回補正でお願いするのが最も

大きな額になっております。

ちなみに、この繰り上げ償還の結果、利息が

削減される効果というのが、借りかえの利率次

第というところもございますけれども、仮に３

％ということで仮定いたしますと、20年度で１

億程度の利息の削減になると。そして、全体で

最終的に平成26年までで借りかえた起債は返す

ことになるんですけれども、全体では４億前後

の額は節約できるといいますか、利息として節

約できるということになります。これは当然当

該年度の収益的収支の改善につながるというこ

とでございます。それが第１点でございます。

第２点は、（２）にございますように、一般

会計からの借入金というのが病院事業会計はご

ざいまして、全体で26億9,000万ぐらいございま

した。それを平成14年度以来、各年度大体５億

程度ずつお返ししていたんですけれども、18年

度、19年度につきましては、予定はしておった
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んですけれども、現在、経営改善の途中である

ということもございまして、今回、19年度の償

還額を20年度に繰り延べるということでござい

ます。これは専ら資金計画の都合上、こういっ

た措置を一般会計のほうと御相談をいたしまし

てお願いしたものでございます。

具体的な補正の内容というので、下の表でご

ざいますが、２のほうにございます。資本的収

入及び支出の予定額を増額するということで、

まず、収入としては、既決予定額、企業債につ

いて17億7,300万というのがございますけれど

も、これに今回、補正分を24億6,700万、上の繰

り上げ償還額とは2,000万ほど差がございますけ

れども、これについては留保資金のほうからお

金で直接お払いする。借りかえする分は24

億8,600万のうちの24億6,700万ということでご

ざいます。一方、支出のほうにつきましては、

企業債の償還金、今申し上げた上の（１）の数

字、24億8,600万なにがしを償還するということ

と、一般会計からの借入金を当初５億円予定し

ていたところを、今回５億円減額して、今回は

償還はしないという予算措置をするものでござ

います。

あわせて、企業債の限度額というのを予算で

定めておりますけれども、それが（２）でござ

いますが、公的資金補償金免除繰上償還に伴う

借換という項目を新たに起こしまして、その額

を補正するものでございます。都合、この結

果、企業債の限度額は42億4,000万ということ

で19年度の金額はなるところでございます。

なお、起債の方法とか利率とかあるいは償還

の方法等は、既に決議をいただいているとおり

でございます。

私からは以上でございます。

ありがとうございました。執行○十屋委員長

部の説明が終了いたしました。議案について質

疑はありませんでしょうか。

繰り上げ償還されるわけですが、○徳重委員

借入先はどこになるんですか。

すべて政府○山下病院局次長兼経営管理課長

資金、元大蔵省が所管しておりました起債でご

ざいます。今回対象になるのは、すべて政府債

と言われるものでございまして、そのうち、私

どもの県が対象になるのは財投債というもの

で、資金運用部資金という区分で借りているも

のでございます。

病院局で借り入れているのが総体○徳重委員

では幾らになるわけですか。総体の借入額は今

幾らですか。

今回対象に○山下病院局次長兼経営管理課長

なるのは、借り入れているうちの年利５％以上

の分だけですけれども、全体の借入額として

は、おおよそ350億程度に今なっております。

そうすると、28億2,492万という21○徳重委員

年度までに繰り上げ償還したいと計画されてい

る以外は、これ以下の利率で借りていらっしゃ

ると理解していいんですか。

そのとおり○山下病院局次長兼経営管理課長

でございます。

結果的には約30億程度ですが、ま○徳重委員

だ300億以上のものについては５％以下というこ

とですが、その借入先は政府資金と民間、民間

はどれぐらい入っているんですか。

民間と政府○山下病院局次長兼経営管理課長

資金とはっきり分けておりませんけれども、民

間資金というのは、短期の資金といいますか、

医療機器の購入に係る分に充てているものでご

ざいまして、それがおおよそ50億から60億程度

あるかと思います。

補正の理由の（２）の一般会計の○丸山委員
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償還金が繰り延べということですけれども、こ

れは具体的なイメージがわかないものですか

ら、なぜ繰り延べしなくちゃいけなかったの

か、改善途中であるので、考慮して繰り延べし

ますということ、これをもう少し説明していた

だければありがたいんですが。

毎年度病院○山下病院局次長兼経営管理課長

事業会計、例えば減価償却等のお金というの

は、現実にお金として病院外に出ていくことは

ありません。そういったふうにしてたまってい

くお金をある意味資金運用しているわけでござ

います。その資金運用というのは、例えば職員

の給料であるとか、あるいは起債の返還とか、

そういったものに使っておるわけでございます

が、それが年度末におおよそ20億とか、今そう

いうレベルですけれども、もっと前は50～60億

あった時代がございます。そういったお金をあ

る意味企業内に留保しておいて、そして年間の

必要な経費に充てていく。そうでないと、例え

ば一時借り入れをしたりして、当然それに利息

がつきますから、収益収支に影響を及ぼすとい

うことで資金運用しているわけですけれども、

今回19年度末でおおよそ20億余ぐらいの資金し

か残らない。その中、年間の資金の推移を見ま

すと、最も激しいときで、一挙に25億程度を２

月間の間に支払わなければならないというよう

な事態がございます。そういう意味で言うと、

やはり一定の資金量は必要だということで、今

回この５億も繰り延べをお願いするものでござ

います。

一般会計なら、不用額を見込んで○緒嶋委員

補正とかあるけど、この病院会計は、年間通し

て余り変動がなければ補正しないというような

ことで今まで来ておるわけですか。ある意味で

は、内部的に予算の項目ごとに、一般会計は不

用額を見込んで減額してとかしているわけです

けど、増額も中にはあったりするわけだが、そ

ういうことは余りしないわけですね。

基本的には○山下病院局次長兼経営管理課長

病院事業会計は、減額補正とかそういったその

時々の、新たな需要が生じたときにはこういっ

た形でお願いをしますけれども、例えば収益的

収支等についてその都度補正といったことはし

ておりませんで、最終的には決算のところでお

願いするということでございます。

仮に３％で借り入れができて償還○図師委員

できた場合に、年１億程度の節約ができて、

トータルでは４億程度節約になるということで

すが、今回この繰り上げ償還が初めて認められ

たということですけど、これは国からの指針が

出たところに乗っかったのか、今までもこうい

う借りかえというか繰り上げができていたのを

今回初めて取り組まれたのか、それはどちらな

んですか。

国から今回○山下病院局次長兼経営管理課長

こういった枠が初めて認められたというのが本

当のところでございまして、従前から私ども

は、起債の高い利率のところで借りているとこ

ろは、なるべく繰り上げ償還等ができないかと

いう検討はしておりましたけれども、いかんせ

ん、制度上、いわゆる金融秩序を乱すような話

ですから、なかなか認められなかったというの

が、今回、特に地方から相当強い要請がありま

して、例えば上水道事業とか下水道事業とか非

常に資本投下の多い事業等、こういったところ

は、高い金利の起債を借りた上で事業をやって

いる。当然それは経営に大きな影響を及ぼすと

いうことで、総務省と財務省御相談の結果、こ

ういった措置が認められたということでござい

ます。
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大いに効果があることですので、○図師委員

これからもアンテナを張って大いにこういう借

りかえ、繰り上げというのは取り組まれたらい

いと思います。

今の繰り上げ償還に関連して、○前屋敷委員

補償金の全額免除ということですが、補償金と

いうのはどのくらいだったんですか。

仮に計算を○山下病院局次長兼経営管理課長

してみましたところ、おおむね５億前後にはな

るかと思います。当初予定どおり返していった

ときの利息よりは安いんですけれども、今回こ

ういったことでするよりははるかに高い金額に

なります。

今回この５億円の部分は全額免○前屋敷委員

除するということになったわけですね。わかり

ました。

現在、全部で８本、合わせて24億○新見委員

というお話でしたが、これから、これが通れば

金利の交渉なんかも具体的にやっていかれると

思うんですけど、そういったスケジュールと、

あと、具体的に償還に当たられる方たちはどな

たがされるんですか、具体的な作業は。

借入先は民○山下病院局次長兼経営管理課長

間金融機関になりますけれども、その交渉は今

も継続中といいますか、こういった議決をいた

だいた上で最終的には決める。その作業は私ど

も病院局で行っております。

民間金融機関というのは、地元の○新見委員

指定金融機関ですか。

いや、必ず○山下病院局次長兼経営管理課長

しも、やはりこれは競争下に置かないといけな

いということで、なるべく私どもは低い利率で

お借りしたいということでございますので、も

ちろん指定金融機関とかいうのはございますけ

れども、やはり一定の競争下に置いた上でお願

いするということになると思います。

ほかにございませんか。それで○十屋委員長

は、その他の項に移りたいと思いますが、何か

ございませんでしょうか。

こころの医療センターですね、質○髙橋委員

問も我が会派でさせていただきましたが、また

当初予算でも出てきますから、そのときでも詳

しく答弁いただければいいと思うんですが、い

ろいろと問題点の指摘があっていますね。いわ

ゆる大人と子供のフラットの中で患者さんが一

緒にいらっしゃることになるわけで、そういう

問題点の指摘が結構あるということで、質問で

も我が会派の満行議員がしたと思うんですが、

そういったところをどう考えていらっしゃいま

すかということを、この場で聞かせてもらって

いいですか。

質問でもご○山下病院局次長兼経営管理課長

ざいましたけれども、こころの医療センターに

つきましては、成人の病床と児童思春期の病床

とを同じ看護単位の中で見ると。しかし、それ

については、中に看護ステーションを挟みまし

て、そこで成人と児童思春期の患者とが交わる

ことはないという構造にしております。こう

いったことにつきましては既に他県にも先例が

ございますし、それから、現在の富養園のス

タッフ等とも十分協議した結果、こういった構

造にしたものでございます。

見えませんかね、例えば声とか。○髙橋委員

そういうイメージをしたとき、重症患者とか入

るわけでしょう、大人の病床のところに。そう

いうところの配慮をどこまでできるのかなと、

そういう問題点を結構指摘されるんですね。

成人も児童○山下病院局次長兼経営管理課長

思春期も、こころの医療センターの病室につき

ましてはすべて個室でございます。そして、防
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音装置等も当然そうですし、それから、委員御

指摘の、成人期の、何といいますか、行動の激

しい方については、当然、いわゆる保護室とい

うのがございますので、そういったところで十

分防げるのではないかと思っています。それか

ら、防音処置につきましても、相当高い防音処

置を施すということでございます。

また当初予算のときでも質問しま○髙橋委員

すけど、この前、図面を見せてもらいました。

仕切りはないわけで、だから、部屋から出るこ

ともありますよね、重症の方含めて。防音装置

というのは、その人の部屋の防音装置だと思う

んですよ。あの図面ではフラットになっていま

すね、真ん中に看護ステーションがあって。そ

ういう意味では完全に遮断はできないと思うん

です。だから、そういうところをどのようにク

リアされるのかなという疑問があるもんですか

ら、ちょっと聞いてみました。何か答弁があれ

ば。

ナースス○山下病院局次長兼経営管理課長

テーションを通してお互いのエリアが見えるん

ではないかという御指摘ですけれども、これは

内部の処置を施せば十分防げるというふうに

我々は考えております。

ちょっと疑問がありますから、ま○髙橋委員

た次のときにお聞きしますので、よろしくお願

いします。

そのほかございませんか。○十屋委員長

企業債のことですが、借りかえ○丸山委員

を24億程度やられて、（２）に書いてある限度

額が42億に膨れ上がるということですが、企業

会計だからということだと思うんですが、債務

負担行為とかいろいろありますね、そういうの

はどういうふうに考えていけばよろしいんです

か。幾ら切りかえても、毎年返していかなく

ちゃいけないということになりますね。今後借

りかえる相手先との交渉になると思うんですけ

れども、基本的にどういうふうに考えているの

か、お伺いしたいと思うんです。

今回借りか○山下病院局次長兼経営管理課長

えする分は、基本的には過去借りていた分の枠

の中ですので、総体がふえるわけではございま

せん。という意味で言えば、今回補正する額が

総体としては大きそうに見えますけれども、19

年度に行った事業で借りる分はもちろん積み上

がりますけれども、それ以外の部分が積み上が

るということでは決してございません。

単年度単年度、21年度以降とか、○丸山委員

そのときにどれだけ償還していく計画を提案し

ようと考えているのかをお伺いしたいと思うん

ですが。

今回借りか○山下病院局次長兼経営管理課長

えをするものは、借りかえの対象となる起債の

当初借り入れた年限で返すことを基本にしてい

ますので、今回のやつは、残りの返す期間が３

年から７年になっておりますけれども、同じよ

うに３年から７年でお返しするということでご

ざいます。

そのほかございませんか。○十屋委員長

それでは、以上をもって病院局を終了いたし

ます。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時29分休憩

午前10時39分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

委員会に付託されました議案の説明を求めま

す。なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

おはようございます。そ○丸山地域生活部長
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れでは、地域生活部の説明をさせていただきま

す。

今回提案しております議案等につきまして概

要説明をさせていただきます。議案は、議案

第38号「平成19年度宮崎県一般会計補正予算」

の１件だけであります。

お手元の歳出予算説明資料の地域生活部のイ

ンデックス、ページでいいますと63ページをお

願いいたします。今回お願いしております地域

生活部の補正額は、数字の一番左ですけれど

も、16億1,036万2,000円の減額をお願いしてお

ります。これは国庫補助決定及び執行残等に伴

うものでありまして、この結果、補正後の地域

生活部の一般会計予算額は、数字の真ん中の欄

の一番上、補正後の額とありますけれども、142

億1,085万2,000円となります。詳細につきまし

ては、それぞれ担当課長より説明をさせていた

だきます。御審議のほど、よろしくお願いを申

し上げます。

次に、報告事項が１件ございます。最近の市

町村合併の動きにつきまして、後ほど担当課長

より資料に基づいて説明をさせていただきま

す。

私からの説明は以上であります。よろしくお

願いいたします。

それでは生○日高部参事兼生活・文化課長

活・文化課の補正予算につきまして御説明をい

たします。

先ほどお開きいただきましたお手元の「平

成19年度２月補正歳出予算説明資料」の青いイ

ンデックスで生活・文化課のところ、ページで

いいますと65ページをお願いいたします。生

活・文化課の２月補正額は、7,086万1,000円の

減額でありまして、補正後の額は、右から３番

目でありますが、68億3,898万1,000円となりま

す。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。67ページをお願いいたします。下から２

番目の（事項）県立芸術劇場費の3,972万円の減

額であります。主なものとしましては、説明欄

にあります１の県立芸術劇場大規模改修事業

費3,943万6,000円の減額であります。これは、

この大規模改修事業のうち、劇場管理システム

開発につきまして、当初４カ月程度と見込んで

おりました工期が、新しいシステムへのデータ

移行が予想以上に膨大であったことなどから、

８カ月程度必要となったため、今年度の開発を

見送り、20年度に実施することにしたもの、そ

れから、ほかの工事におきます工法の変更等に

よる減額でございます。

なお、お手元にあります委員会資料の一番後

ろをごらんください。ただいま説明いたしまし

た県立芸術劇場大規模改修事業の詳細につきま

して添付をしておりますので、後ほどごらんい

ただきたいと思います。

続きまして、67ページに戻っていただきまし

て、その下の（事項）交通安全基本対策費の391

万1,000円の減額であります。主なものとしまし

て、次の68ページをお願いいたします。説明欄

の３、交通安全活動推進事業294万8,000円の減

額であります。この事業では、春や年末などに

交通安全の啓発を行うため、テレビやラジオを

通じまして各種の広報を行っております。その

ほかに、不定期なものとしまして、死亡事故多

発警報が出されたときのための経費も２回分予

算化しておりますが、今年度は８月９日から18

日までの１回、警報が出されただけでございま

して、その分減額をするものでございます。

次に、69ページをお願いいたします。下から

２つ目の（事項）消費者支援対策費の40 0
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万1,000円の減額であります。説明欄２の消費者

自立支援対策費でありますが、県内３つのセン

ターで行います啓発講座におきまして、外部講

師を招聘するための経費で、派遣元が経費を措

置したため、報償費及び旅費等が不要になった

ものなどがあったことや、また、啓発講座等行

う非常勤職員であります啓発員の人件費執行

残、その下の３、消費者被害防止・解決支援費

で措置しております、消費生活相談を受けます

非常勤の相談員が退職した後、その後任が見つ

からなかったことに伴います不補充期間の人件

費などが主なものでございます。

次に、一番下にあります（事項）消費生活セ

ンター設置費の530万の減額であります。主な内

容について説明します。70ページをお願いいた

します。説明欄の２、生活情報センター管理費

の298万3,000円の減額でありまして、これは生

活情報センターの清掃業務委託や警備業務委託

などにおきまして、入札残が生じたことによる

ものであります。

続きまして、その下の（事項）私学振興費

の1,059万円の減額であります。主な理由としま

しては、まず、説明欄３の私立高等学校授業料

減免補助金の456万円の減額でありますが、これ

は補助対象となります生活保護世帯や市町村民

税非課税世帯等の生徒数が、当初見込みを下

回ったことに伴うものであります。また、その

３つ下の６、私立幼稚園預かり保育充実支援事

業の419万8,000円の減額であります。この事業

は、次世代育成支援対策の一つとして、私立幼

稚園におきます子育て支援サービス機能の強化

を図るため、保育士等の預かり保育施設の充実

に対しまして補助を行っておりますが、補助率

２分の１以内、30万円を限度に補助するもので

あります。各幼稚園の施設設備事業費が少額で

あったこと、整備予定の一部の幼稚園で事業を

取りやめたことなどにより、見込みを下回った

ことに伴うものであります。

生活・文化課については以上でございます。

青少年男女参画課○井上青少年男女参画課長

の補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

スで青少年男女参画課のところ、ページでいき

ますと71ページをお開きください。青少年男女

参画課の２月の補正額は、216万5,000円の減額

でございます。補正後の額は、右から３番目に

ありますように、４億7,849万2,000円となりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。73ページをお開きください。まず、下から

２番目の（事項）男女共同参画推進費の132

万3,000円の減額でございます。主なものといた

しましては、説明欄の１、啓発活動推進事業

の119万3,000円の減額でございまして、これは

女性のチャレンジ支援事業の国庫補助の減額等

によるものでございます。

次に、74ページをお開きください。上段の

（事項）青少年育成保護対策費の785万5,000円

の減額でございます。主なものといたしまして

は、まず、説明欄の２、青少年交流事業の309

万8,000円の減額でございますが、これは宮崎・

韓国青少年国際交流事業や、わくわく少年の

旅21事業の補助金や旅費の執行残等でございま

す。次に、説明欄の４、青少年自然の家管理運

営委託費の334万8,000円の減額でございます。

これは御池青少年自然の家のボイラー等の設備

改修事業の入札残によります工事請負額の減額

等でございます。

青少年男女参画課につきましては以上でござ

います。
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人権同和対策課の補○酒井人権同和対策課長

正予算について御説明いたします。

ページでいいますと75ページでございます。

歳出予算説明資料の青いインデックスで人権同

和対策課のところでございます。人権同和対策

課の補正額は、1,560万3,000円の増額でござい

まして、補正後の額は、右から３番目の欄でご

ざいますけれども、１億6,477万1,000円となり

ます。

主な内容について御説明いたします。77ペー

ジをごらんください。まず、下から２番目の

（事項）人権同和問題啓発活動費で404万6,000

円の減額でありますが、これは国庫委託の決定

に伴うものでございます。

次に、一番下の（事項）「宮崎県人権教育・

啓発推進方針」推進事業、284万1,000円の減額

でありますが、これは報償費、需用費などの執

行残に伴うものでございます。

人権同和対策課は以上でございます。

市町村課の補正予算につき○江上市町村課長

まして御説明を申し上げます。

歳出予算説明資料の市町村課のところで79

ページをお願いいたします。市町村課の２月の

補正額は、３億5,133万8,000円の減額をお願い

しております。補正後の額は、右から３つ目に

記載しておりますけれども、33億3,113万6,000

円となります。

主なものについて御説明を申し上げます。81

ページをお願いいたします。まず、中ほどの

（事項）自治調整費の2,854万9,000円の減額で

ございます。主なものといたしまして、説明欄

７の住民基本台帳ネットワークシステム事業費

が2,230万6,000円の減額となっておりますけれ

ども、これは住民基本台帳ネットワークシステ

ムの指定情報処理機関であります財団法人地方

自治情報センターへの各県の負担金が確定をし

たこと、また、ネットワーク運用経費の節減等

に伴う減額によるものでございます。

次に、このページの一番下の欄でございます

けれども、（事項）市町村公共施設整備促進

費3,160万円の減額でございます。説明欄に貸付

金が3,160万円の減額となっております。これは

市町村の当面する課題を解決するために必要な

資金を、市町村に無利子で貸し付ける事業でご

ざいますけれども、当初の貸し付け要望額が、

その後の事業の見直しとか入札等により減少し

たことなどから、最終的な貸し付け予定額が貸

付枠の10億円を下回ったことによるものであり

ます。

次に、82ページをお願いいたします。（事

項）市町村振興宝くじ事業費の2,529万7,000円

の減額であります。これは市町村振興を目的と

して発行いたしますサマージャンボ宝くじと

オータムジャンボ宝くじ、この両宝くじの収益

につきまして、全国自治宝くじ協議会からの配

分が決定したことに伴う減額でございます。

次に、その下の選挙関係費でございます。主

なものは、その次のページ、83ページ中ほどの

県議会議員選挙執行費とその下の参議院議員選

挙執行費の減額でございますけれども、まず、

県議会議員選挙執行費の１億4,359万5,000円の

減額でございます。これは昨年の４月８日に執

行いたしました県議会議員選挙の執行経費でご

ざいますけれども、候補者の数が積算人数、見

込みの候補者の数を下回ったことによります公

営負担金の減額でありますとか、４つの選挙区

で無投票となりました。そのことに伴います市

町村への交付金が減額したことなどでございま

す。次に、その下の参議院議員選挙執行費の１

億1,010万1,000円の減額でございます。これは
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昨年７月29日に執行いたしました参議院議員通

常選挙の執行経費でありますけれども、県議選

の場合と同じく、市町村への交付金や公営負担

金等が当初の見積もりを下回ったことによるも

のでございます。

市町村課につきましては以上でございます。

よろしくお願いいたします。

地域振興課の補正予算に○湯浅地域振興課長

ついて御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

スで地域振興課のところ、ページでいいます

と85ページをお開きください。地域振興課の補

正額は、9,933万4,000円の減額でございます。

補正後の額は、右から３番目でございますが、

５億7,794万6,000円となります。

主な内容について御説明いたします。87ペー

ジをごらんください。一番下の段、（事項）地

域活性化促進費の7,529万6,000円の減額でござ

います。これは、次の88ページをごらんくださ

い。説明欄３の元気のいい地域づくり総合支援

事業における補助金の執行残や、５の離島活性

化対策費における離島航路補助金の執行残、８

の宮崎に来んね、住まんね、お試し事業におけ

る補助金の執行残などによるものでございま

す。

次に、一番下の段の（事項）土地利用対策費

の444万6,000円の減額でございます。これ

は、89ページの説明の欄の２の土地利用基本計

画管理運営事業費及び３の届出勧告事務費にお

ける事務費の執行残などによるものでございま

す。以上でございます。

総合交通課の補正予算に○加藤総合交通課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の青いインデックスで総合

交通課のところ、91ページをお開きください。

総合交通課の補正額は、2,437万2,000円の減額

であります。補正後の額は、右から３番目の欄

ですが、６億2,560万2,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。93ページをお願いいたします。まず、下か

ら２番目の（事項）地域交通ネットワーク推進

費の1,464万2,000円の減額であります。主なも

のとしましては、説明欄の１、地方バス路線等

運行維持対策事業785万7,000円の増額でありま

す。この事業は、地域住民の生活に必要なバス

路線の維持確保を図るため、バス運行費や車両

購入費を、国と協調してまたは県単独で補助す

るものでありますが、バス事業者に対する運行

費補助に係る国の単価が引き上げられたこと、

及び車両購入費補助に係る国の予算額が、原油

価格高騰対策で増額されたことなどから、県に

おいても国と協調して増額補正を行うものであ

ります。

次に、同じ説明欄の３、地域バス再編支援事

業2,113万7,000円の減額であります。この事業

は、コミュニティバスなど地域の実情に応じた

効率的な交通システムへの再編に取り組む市町

村に対し、調査事業費、車両購入費、及び運行

費の一部を補助するものでありますが、今年度

の車両購入や運行を目指していた市町村が、利

用実態調査や住民ニーズの把握、運行計画の策

定など、調査事業にもっと時間をかけて慎重に

取り組みたいということで、運行開始時期を来

年度に延ばしたため、車両購入費補助や運行費

補助が当初の見込みを下回ったことによるもの

であります。

最後に、一番下の（事項）航空交通ネット

ワーク推進費1,038万8,000円の減額でありま

す。これは説明欄の１、「みやざきの空」航空

ネットワーク活性化事業の減額によるものであ
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ります。この事業は、宮崎空港の国内線、国際

線の利用促進に係る補助事業等でありますが、

主に宮崎―ソウル線を利用する団体への補助が

当初見込みを下回ったことによるものでござい

ます。

総合交通課は以上でございます。

情報政策課所管の補正予○渡邉情報政策課長

算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

ス、情報政策課、ページでは95ページをお開き

ください。情報政策課の２月補正額は、１

億5,639万円の減額でありまして、補正後の額

は、11億8,206万6,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。97ページをお開きください。まず、下から

２番目の（事項）行政情報システム整備運営費

の3,362万3,000円の減額であります。この主な

内容といたしましては、説明欄の２、県庁ＬＡ

Ｎ運営費でありまして、これは県庁ＬＡＮ設備

更新工事におきまして、入札による執行残が生

じたことなどによるものであります。

次に、一番下の（事項）電子県庁プロジェク

ト事業の4,019万3,000円の減額であります。次

のページ、98ページをお開きください。この主

な内容といたしましては、説明欄の２、電子申

請届出システム運営事業でありまして、これは

電子申請届出システムの保守業務委託におきま

して、経営内容の見直しをしたことや、入札に

よる執行残が生じたことなどによるものであり

ます。

次に、その下の（事項）地域情報化対策費

の4,399万6,000円の減額であります。この主な

内容といたしましては、まず、説明欄の１、情

報通信基盤整備対策費でありまして、これは全

県ブロードバンド環境整備事業におきまして、

当該県単事業から国の交付金事業に振りかえら

れて整備された地区が生じたことによりまし

て、県費補助額が減少したものでございます。

次に、説明欄の２、電気通信格差是正対策費

でありますが、これは県単の携帯電話サービス

地域拡大支援事業におきまして、予定しており

ました３地区のうち、２地区につきまして、国

の採択基準の引き下げなどによりまして、当該

県単事業から国庫補助事業移動通信用鉄塔施設

整備事業に振りかえられて整備されたため、県

費補助額が減少したことなどによるものでござ

います。

続きまして、繰越明許費について御説明いた

します。お手元の「平成20年２月定例県議会提

出議案（平成19年度補正分）」の９ページをお

開きください。表の一番上の段、総務費のケー

ブルテレビ施設整備支援事業の2,310万1,000円

でございます。これは国富町内におきまして、

ケーブルテレビ施設の整備を行うものでござい

ますが、国の整備推進交付金の決定がおくれま

して、年度内に完成することが困難になりまし

たことから、繰り越しをお願いするものでござ

います。

情報政策課分は以上でございます。

それでは、国際政策課の○田原国際政策課長

補正予算について御説明いたします。

また戻りまして、お手元の歳出予算説明資料

の青いインデックスで国際政策課のところ、

ページでいいますと99ページをお願いいたしま

す。国際政策課の２月補正額は、1,923万5,000

円の減額でありまして、補正後の額は、右から

３番目ですが、２億1,049万3,000円となりま

す。

主な内容につきまして御説明いたします。101

ページをお開きください。まず、一番下の（事
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項）国際交流推進事業費でありますが、652

万7,000円の減額であります。これは主に、説明

欄の３の外国青年招致事業における国際交流員

の報酬及び共済費等の執行残、並びに４の海外

国際交流推進拠点整備事業負担金が、全国知事

会からの要請により減額となったことに伴う執

行残などによるものであります。

続いて、102ページをごらんください。一番上

の（事項）海外技術協力費でありますが、301

万6,000円の減額であります。これは説明欄の１

の海外技術研修員受入事業につきましては、研

修員４名のうち１名の研修期間が短縮されたこ

とによる補助金等の執行残、並びに２の海外移

住宮崎県出身者指定県費留学生受入事業につき

ましては、留学生３名の受け入れを予定してお

りましたが、うち１名が辞退したことによる補

助金等の執行残によるものであります。

国際政策課の補正予算については以上でござ

います。

市町村合併支援室○坂本市町村合併支援室長

でございます。

お手元の歳出予算説明資料の103ページをおあ

けください。市町村合併支援室の２月補正額

は、上段の一番左にありますように、９億227万

円の減額でありまして、補正後の額は、右から

３番目でございますが、８億136万5,000円とな

ります。

その内容につきまして、105ページをお開きく

ださい。中ほどの事項でございますが、市町村

合併支援費が９億203万4,000円の減額となって

おります。減額の主な理由といたしまして、合

併した市町村に対して交付いたします市町村合

併支援交付金が、この補正額全体のおよそ96％

に当たります８億6,000万円余の減額となってお

ります。これは交付金の交付対象となります各

市町村のまちづくり事業等の執行が繰り延べに

なったこと、例えば一例を挙げますと、宮崎市

の田野町病院の建設事業が予定されておりまし

たが、それに対する交付金３億3,000万円余が、

用地の関係等で建設計画が見直しされ、後年度

に事業が繰り延べになったことなどによる減額

でございます。なお、この交付金は、合併後５

カ年以内の期間で交付を受けることができるこ

ととなっております。

次に、その他の事項につきまして御説明をい

たします。お手元の「生活福祉常任委員会資料

（補正）」の１ページをお開きください。最近

の市町村合併の動きについて御報告いたしま

す。

まず、１の日南市、北郷町及び南郷町におけ

る合併の動きについてでありますが、各市町に

おかれましては、昨年、19年９月28日に合併協

議会を設置され、いろんな協議を進められてこ

られたところでありますが、（１）にございま

すように、19年12月27日に開催されました第６

回の合併協議会におきまして、新市基本計画を

承認され、すべての協議が終了されたところで

ございます。今後でありますが、（２）にござ

いますように、明日３月７日に１市２町による

合併調印式が行われることとなっております。

その後、３月中旬から下旬にかけまして、各市

町議会で廃置分合の関連議案が提出されまし

て、議案承認可決後は、知事へ廃置分合申請が

行われる予定となっております。なお、合併は

１年後の３月末を予定されております。

次に、２の宮崎市及び清武町における動きで

ございますが、（１）にございますように、宮

崎市・清武町によります協議会が昨年12月26日

に設置されたところであります。これまでに２

回の合併協議会が開催されまして、（２）にあ
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りますように、合併方式については編入合併、

合併期日につきましては、合併新法期限であり

ます平成22年３月31日までに合併を行うことな

どが承認されたところであります。

説明につきましては以上でございます。

ありがとうございました。執行○十屋委員長

部の説明が終了いたしました。まず、議案につ

いての質疑はありませんか。

歳出予算説明資料の70ページ、生○髙橋委員

活・文化課ですが、私立高等学校の授業料減免

の補助金が減ったということで、非課税世帯の

減少というふうに説明されて、あれっと思った

んですね。こんなに不景気で県民所得も下がっ

ているのに、もうちょっと具体的に説明してい

ただけませんか。

まず、当初予算関係○道久文化・文教企画監

ですけれども、当初、生活保護とか非課税世帯

とかそういうものをすべて含めまして、補助対

象になる生徒さんを574名というふうに見込みま

して予算を組んだところでございますけれど

も、最終的に対象生徒数が549名となりました。

その内訳でございますけれども、市町村民税の

非課税世帯、こちらのほうが470名を見込んでい

たところでございますけれども、462名と８名減

となったこと、それから、養護施設に入所して

いる生徒さん方に対する減免ですけれども、43

名を見込んでおりました。結果的に29名と、14

名下回る結果となったことによりまして、先ほ

ど申し上げましたように、対象生徒数が25名

減ったということで減額となったものでござい

ます。以上でございます。

住民税非課税の関係で、これは税○髙橋委員

源移譲の関係が出てきますよね、住民税が上

がったじゃないですか、10％フラットになりま

したね。あの関係も影響しているんですか。

申しわけございませ○道久文化・文教企画監

ん。その点につきましては把握いたしておりま

せん。

これは具体的な、専門的なことに○髙橋委員

なるから、また別の場で。市町村民税は前年の

所得にかかりますね、ここが一つネックになっ

ているところもあると思うんですよ。今苦しい

から減免してほしいというのがあるじゃないで

すか。以前の所得はあっても、失業とかリスト

ラ、そういう関係で所得がなくなっちゃって、

減免申請したいんだけど、条件としては市町村

民税非課税になっているから、そこでけられ

ちゃう、そういう現実ですね。そこを確認させ

てください。

倒産とか失業した家○道久文化・文教企画監

庭、こちらのほうにつきましては、私どものほ

うの、 県単で、家計急変世帯ということで、い※

わゆる授業料減免対象の制度がございます。実

を申しますと、当初予算では、こちらの家計急

変につきましては、８名程度あるんじゃないだ

ろうかということで予算措置はさせていただき

ました。ところが、現実には19年度はそういう

申請はございませんでした。以上でございま

す。

遠慮されているんですかね。やさ○髙橋委員

しい県政をされていることは十分わかりました

ので、もうちょっと啓発といいますか、宣伝し

ていただくといいのかなと。現実はいらっしゃ

ると思うんですよ。特に宮崎県というところは

これだけ疲弊していますので、また今後いろい

ろと手を尽くしていただきたいなと思います。

それはこれでいいと思います。

88ページです。地域振興課にお尋ねします

が、元気のいい地域づくり総合支援事業、補助

※22ページ右段に訂正発言あり
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金残ということ、あと、宮崎に来んね、住まん

ね、お試し事業、これは、市町村が事業実施が

少なかったということの理解をせにゃいかんと

ですね。わかりますか、補助金残だから、補助

金を交付する市町村がないということですよ

ね。

そういうことでございま○湯浅地域振興課長

す。

市町村は、いろんな事業をして活○髙橋委員

性化したいという企画は持っているはずなの

に、この事業がなかなか取り組めなかったとい

うのは、何か原因があるんでしょうかね。

まず、元気のいい地域づ○湯浅地域振興課長

くり総合支援事業ですけど、枠は２億5,000万ご

ざいます。この事業は17年度からやっておりま

すので、17年・18年度の継続事業が１億1,000万

ぐらいございまして、あと１億4,000万ぐらい

が19年度の新規向けでございます。確かに申請

が少なかったということ、それと、これも予算

をあくまでも使い切るんじゃなくて、この事業

の趣旨に沿ったものについて補助を行うという

ことでありますので、19年度については２件、

事業計画が難しいということで不採択にしたと

ころもございます。

それから、宮崎に来んね、住まんね、お試し

事業でございますけど、これは500万の補助枠を

用意したわけですけれども、これが６月補正と

いうことで７月に予算が通りまして、年度途中

ということで、なかなか市町村のほうが予算を

つけにくかったということで減額ということに

なっております。

今の宮崎に来んね、住まんね、お○髙橋委員

試し事業、当初は幾らでしたか。

補助枠は500万でございま○湯浅地域振興課長

す。

具体的に、宮崎に来んね、住まん○髙橋委員

ね、お試し事業は何件事業があったんですか。

19年度は７市町村申請が○湯浅地域振興課長

来ております。補助したのが220万ということで

あります。

わかりました。それと戻りますけ○髙橋委員

れども、元気のいい地域づくり総合支援事業

で、事業の趣旨に合っていないと認めませんよ

ということの説明でしたが、19年度２件で、不

採択もあったということですけど、何件申請が

あって２件なんでしょうか。

７件ありまして、不採択○湯浅地域振興課長

が２件ということで、５件採択しております。

総合交通課にお尋ねします。93○髙橋委員

ページ、地域バス再編支援事業で、コミュニ

ティバスの導入を計画しておったところがあっ

たけれども、次年度にと。これはどこで、理由

は何でしょうか。

この事業は、まず、補助○加藤総合交通課長

対象ですが、調査事業と車両購入費と運行費補

助になっておりまして、この調査事業に取り組

む中で、利用実態調査とか、あるいは住民ニー

ズの把握とか、具体的な運行計画の策定などを

行いますけれども、ここあたりをもっと十分に

時間をかけて調査事業に取り組みたいというこ

とで、車両購入なり運行を来年度に延ばしたと

いうことによる理由でございます。

どこですか、市町村。○髙橋委員

しばらくお待ちくださ○加藤総合交通課長

い。車両購入費と運行費で来年度に延びたとこ

ろが、今年度でまず車両購入が、 三股町と西米※

良村と五ヶ瀬町で予定しておりましたけれど

も、今年度買いましたのが三股町と五ヶ瀬町で

ございます。それから、運行費ですが、今年度

※22ページ右段に訂正発言あり
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計画していたのが三股町と椎葉村と五ヶ瀬町で

すけれども、今年度実施しましたのが三股町と

五ヶ瀬町でございます。済みません、逆に言う

と椎葉村でございます。

県立芸術劇場の大規模改修事業費○図師委員

が、工期が４カ月が８カ月に延びたということ

で、事業自体を20年度に先送りというか見送り

という形ですけれども、工期が延びた理由と、

何で今年度着手して繰り越し等で対応できな

かったのか、そのあたりの御説明を。

まず、８カ月に延び○道久文化・文教企画監

た理由から説明させていただきたいと思いま

す。当初、私どものほうは、御承知のように、

芸術劇場、財団法人のほうに委託するという考

えでございまして、今のシステムの開発者、こ

れはＮＥＣさんらしいんですけれども、こちら

のほうとの随意契約でというふうに考えており

ました。６月議会におきまして透明性等の問題

点がございまして、それで、工法を考え直す

と、再検討するという約束をさせていただきま

した。そして、情報政策課さんのほうといろい

ろ御相談をいたしました結果、発注方法を変更

しようと。随意契約からコンペ方式に変更しよ

うということで、そういう方法に改めることと

いたしました。

当初としましては、一般的な工期が４カ月程

度で終わるそうですけれども、情報政策課さん

のほうと御相談しながら進めていった結果、Ｎ

ＥＣさんがコンペ方式でとるとすれば、４カ月

で対応は大丈夫だろうということだったんです

が、新しい会社さんがこのシステムに対処しよ

うとすると、データの移行ですごく時間がかか

るということで、とてもではないけれども、４

カ月では無理だというお話を伺いました。それ

に加えて、この新しいシステムにつきまして

は、施設の予約とかチケットの予約販売、イン

ターネットを活用した空き情報、そういう確認

等の可能なシステムを構築・導入する予定でご

ざいまして、高い品質が求められるということ

がございまして、どうしても新システムへ円滑

に移行するためには、余裕を持って８カ月程度

必要だというお話をお伺いしまして、何とかな

らないのかということもあったんですけれど

も、ちょっと無理だということで断念したとい

うことがございます。

それから、もう一点の、明許繰り越ししてや

ればいいじゃないかというお話がございました

けれども、確かにその対応も検討させていただ

きました。ところが、御存じのように、５月に

は宮崎国際音楽祭がございます。チケット販売

は既に２月の末からやっているんですけれど

も、４月、５月、こちらのほうは準備とか開催

のほうにすごく手間暇がかかります。お金も動

きますし、何らかのことで混乱が生じたらとい

うことが懸念されたわけでございます。それ

で、それでは仕方がないと、余裕を持って再

度20年度にお願いしたいということで、繰り越

しもせずに今回の補正減ということになったも

のでございます。以上でございます。

説明はよく理解できるんですけ○図師委員

ど、これは工期が延びることによって事業費が

膨れ上がったりはしないんですか。

20年度当初の予算案○道久文化・文教企画監

を見ていただければわかると思うんですけれど

も、ほぼ同額の金額をお願いする予定でござい

ます。

ということは、随意契約からコン○図師委員

ペ方式に切りかえて、競争させて価格が下がっ

たと。工期は延びるけれども、総体費はほぼ同

額で移行できるというような理解でよろしいん
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ですか。

この2,330万7,000円○道久文化・文教企画監

という数字でございますけれども、私どものほ

うが予算要求させていただいた金額でございま

す。20年度につきましては、情報政策課さんの

ほうと御相談しながら計上させていただいた金

額だというふうにお考えいただければと思いま

す。

今、情報政策課の話が出○渡邉情報政策課長

ましたので、御説明いたします。と申しますの

は、今までやっておられたところ、ここについ

ては従来の維持管理をやっておられます。とい

うことは、当然ながら、どういうシステムで、

どういう内容、どういう仕様書ということがわ

かっております。ですから、それを新たなもの

に改正するときには、その下準備といいます

か、読み込みというのが必要なくなります。た

だ、うちのＩＴ調達をやっている職員に聞きま

すと、それを、どなたかわからない、入札をし

ない一般的な業者さんがやるとなると、一番最

初の基礎的なものからプログラミングのソフト

までも読み込まないといけない。となった場合

に、やはりそれについて４カ月でやるというの

はちょっと酷ではないかと。そういう意味で、

そういうソフト、システムの読み込み期間とい

いますか、まずはそういう基礎的なものをし

て、その後で新たなものにバージョンアップす

るということが必要ですので、ちょっと余裕を

持ちまして８カ月というふうに担当課のほうに

は御説明差し上げたということでございます。

以上でございます。

私も、随意契約よりもコンペ方式○図師委員

のほうが透明性が確保できていいと思うんです

が、事業費もほぼ同額で移行するということで

すが、ＮＥＣさんはもっと頑張れなかったんで

すか。コンペ方式にはＮＥＣさんは御参加され

なかったんですか。

コンペ方式でやろう○道久文化・文教企画監

ということを決定して、そして、どういう仕様

書にするかといったあたりを御相談申し上げて

いる段階で、４カ月は無理だよという話がござ

いましたものですから、企画コンペまでには

至っておりません。以上でございます。

これは今年度やらないと○丸山地域生活部長

いうことに決定させていただくわけですから、

議会の議決が要るんですけれども、それを来年

度にさせていただくということですから、業者

のコンペにだれを参加させるかは新年度の仕事

になります。以上であります。

わかりました。国際音楽祭後にそ○図師委員

ういうコンペが入ってくるということで理解を

いたします。

もう一点、75ページの説明で、ちょっと私が

理解不足のところがあると思うんですが、人権

同和対策課の中で、補正額は増額になっている

んですが、説明が減額部分しかなかったんです

けれども、何をもって増額となったかを教えて

ください。

77ページをごらんい○酒井人権同和対策課長

ただきたいんですけれども、説明いたしません

でしたが、事項の一番上の職員費、2,3 3 2

万2,000円の増額になっております。これは当初

のときには職員を、現在10名おりますけれど

も、７名分しか組んでおりませんでしたので、

これを今回お願いするというものでございま

す。差し引きトータルではこういう金額になる

ということでございます。以上です。

ほかございませんか。○十屋委員長

芸術劇場のほうでお伺いしたいん○丸山委員

ですが、当初これは委託事業ということで全部
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組まれていたというふうに記憶しているんです

が、これを見ますと県執行分もあるということ

ですが、その辺は整理からするとどういうふう

に、予算の中の科目から考えると違ってくる可

能性があったのか。それは内部的に処理をされ

たというふうに思ってよろしいでしょうか。

このシステム開発費○道久文化・文教企画監

につきましては、委託料で組んでおります。こ

の委託料というのが、当初の考えでは、芸術劇

場に委託して、そして芸術劇場のほうからＮＥ

Ｃさんのほうに再委託するという……。

私のほうで答○日高部参事兼生活・文化課長

えさせていただきます。

発注者につきましては、劇場と県の営繕課に

分かれておりますけれども、もともと全体が委

託料でお願いをしておりました。これを委員会

等のお話もございましたので、整理をさせてい

ただきまして、ここにございます県営繕課の分

につきましては、本来の委託料を工事請負費に

流用いたしまして、その分で県として発注をさ

せていただく。残りの分で委託料として劇場の

ほうに出していると、こういうことでございま

す。

流用を内部でされたという確認で○丸山委員

よろしいですか。

そのとおりで○日高部参事兼生活・文化課長

ございます。

引き続いて、地域振興課の分でお○丸山委員

伺いしたいんですが、元気のいい地域づくり総

合支援事業は、17年から始まって19年度が最後

の年ということで、17年のときには注目を浴び

て、当初、17年が11件、18年が７件、19年が５

件ということで、３カ年の事業のときには、全

体からすると、市町村がそれぞれの眠っている

資源を生かしていって、地域が頑張ってほしい

ということで考えられた事業だというふうに

思っているんですが、総体的に考えたときに、

この事業の成果を、17年から始めて18年、どう

いうふうに思っているのかを、補正とは若干違

うんですけれども、その辺をお伺いしたいと思

うんです。

この事業は17年度から21○湯浅地域振興課長

年度まであるわけですけれども、全体で補助額

としては５億7,000万ぐらい予定されておりま

す。事業としては22件ぐらいございますけれど

も、集約してみますと、産業の振興と交流人口

の拡大という２つの過疎計画の大きな重点施策

ということが言えると思います。それで、例え

ば、五ヶ瀬の桑野内の事業、西米良の作小屋づ

くりとか、まだ事業の途中でございますけれど

も、それぞれ過疎地域等において中核的な事業

として位置づけられるというふうに考えており

ます。

20年度の当初予算に入るのかもし○丸山委員

れませんけど、終わっただけじゃなくて、市町

村が実施主体ですが、目的があってやってい

らっしゃると思いますので、５年後、10年後、

この元気のいい推進事業が本当に根づいていっ

たのかというのは、ある程度県のほうが予算を

つけて３年間の事業であったわけですので、そ

の辺の落とし込みといいますか、それの継続性

なんかも考えていらっしゃるというふうに思っ

てよろしいでしょうか。

元気のいい地域づくり事○湯浅地域振興課長

業につきましては、県庁関係課によりまして連

絡調整会議等やりまして、それによって事業に

いろいろ調整とかアドバイス等をやっておりま

すので、今後ともその経過等見ながら、支援で

きるところはそれぞれ各課協力しながら支援し

ていきたいというふうに考えております。
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19年度分で７件中２件が外れたと○丸山委員

いう説明だったんですが、採択されなかった大

きな理由というのは何かあったのかを教えてく

ださい。

１つの事業につきまして○湯浅地域振興課長

は、ハードが中心になりまして、ソフトのほう

が計画として上がってこれませんので、事業全

体として広がりがないということと、もう一つ

の事業につきましては、事業主体が市町村でご

ざいますけれども、これが第３セクターで来て

おりましたので、事業の趣旨と合わないという

ことで、２件については見送ったということで

ございます。

続きまして、70ページの６に書い○丸山委員

てあります私立幼稚園預かり保育充実支援事業

のことですが、６月の補正のときに7,000万同じ

ような形で上げていらっしゃって、そのときに

は、110件ぐらい要望があるかもしれんというこ

とだったんですが、かなり少なくなった理由は

どういったことがあったのかというのを具体的

に教えていただきたいのと、この事業が、本来

であると少子化に向けての取り組みだというこ

とで、いろんな形をやっていると思っているん

ですが、もう少し具体的な理由をお伺いしたい

と思います。

まず、６番につきま○道久文化・文教企画監

しては、預かり保育充実支援事業ということ

で、６月補正では840万円を計上させていただい

ておりました。これにつきましては、予算的に

は、28の幼稚園で、限度額が30万円でございま

すので、30を掛けまして840万円を予算計上いた

したところでございます。ここにございますよ

うに、最終的に410万円余の補正予算減でござい

ますけれども、まず一番大きいのは、補助額の

単価というんでしょうか、平均が、昨年が22

万7,000円ぐらいであったんですけれども、こと

しは17万5,000円に減っています。これは主な理

由としては、子供たちのためにエアコンを整備

すると、ほかのものももろもろ買うんですけれ

ども、エアコンを整備するというのが、昨年度

は全部で37の幼稚園に補助したんですが、エア

コンは、17、率にして46％の幼稚園が設置して

いたわけです。ところが、ことしの場合は、最

終的に24の幼稚園に補助したんですけれども、

このうちエアコンを取り付けたのは８つの幼稚

園にとどまったと。いわゆる３分の１にとど

まったというところで、１件当たりの補助単価

が下がったというのが１つの理由でございま

す。

それから、何で幼稚園数が減ったかというこ

とですけれども、大きく分けて、１つは、計画

はしていたけれども、幼稚園が半分持たないと

いけないわけです。それで幼稚園の負担が大き

いと、今はちょっとできないということで辞退

された幼稚園がございますし、それから、子供

たちのために機器類等を設置しようかなという

ふうに思っていたけれども、年が明けてみたら

園児数がすごく少なくて、今の段階では設置し

なくてもという幼稚園もございます。そのほか

には、これは小さい金額のものですけれども、

補助金を受けるためにはいろんな手続がござい

ますね。もう自分で買っちゃったというような

幼稚園もございまして、最終的に24の幼稚園し

かなかったということでございます。以上でご

ざいます。

ただいまの丸○日高部参事兼生活・文化課長

山委員の御質問の関係ですけれども、その7,000

万という関係は、預かり保育の推進事業費でご

ざいまして、これは、ここにあります１の私立

学校振興費補助金の中に含まれておりまして、
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今の６番の企画監の説明いたしましたのは、設

備の充実のための予算でございまして、さっき

の7,000万のお話につきましては、110園に対し

まして105園の幼稚園のほうで実施をいただいて

おりまして、金額としては約500万ほどの減額に

なっております。以上でございます。

わかりました。別件で、市町村合○丸山委員

併支援室の分の105ページですが、市町村に対す

るまちづくり事業のことで、田野とかのあれが

繰り延べになったということですが、３億とい

う話は聞いたんですが、残りの６億が何なのか

をお伺いしたいんですが。

その他例を挙げま○坂本市町村合併支援室長

すと、美郷町で、今、防災無線をデジタル化に

切りかえられています。これが１億6,000万円繰

り延べになっております。その他、都城市で小

中学校の整備等進められておりますが、国庫補

助の関係もありまして、繰り延べられたのが１

億7,000万円程度。あと、実は、新規の合併が

あった場合に備えて１億円程度積算しておった

んですが、新規の合併がことしじゅうになかっ

たところもありまして、これが繰り延べといい

ますか、執行残みたいな形で残ったところ。そ

ういうことでこういうような減額になったとこ

ろでございます。

合併に伴う５年間というのはもち○丸山委員

ろんわかっているんですが、当初思っていた使

途と若干違うんじゃないかという話も少しずつ

聞こえたりするんですが、そういうことはない

というふうに思ってよろしいでしょうか。

今の委員の御質問○坂本市町村合併支援室長

は、使いたいのに使えないとか、そういうよう

な声があるかとも聞いておりますけれども、基

本的には、特例債というのが別途ございまし

て、それと抱き合わせで交付金もございますの

で、ほぼ大体事業には使えるようになっており

ます。ただ、一部の市町村においては、財政事

情が非常に厳しいところがございまして、全体

の財政再建の関係から一部使えないと。財政的

な理由ですね、そういうところはございます

が、基本的には、資金使途については、合併に

関連するものであれば交付の対象になるところ

でございます。以上です。

今の関連ですが、田野町の病院○前屋敷委員

建設あたりは、まちづくり事業の要件に入って

くるわけですね。

まちづくりと一言○坂本市町村合併支援室長

で申しますけれども、内容はいろいろ多岐に分

かれておりまして、市町村の格差、例えば病院

に関係しますと、宮崎市と周辺部の病院の整備

状況の格差とか、その辺を是正するというよう

なことも、まちづくりの事業の一つに入ってい

ます。ほかには、下水道事業を高岡で整備を進

めるとか、そういうのも格差是正ということで

まちづくりの中に入っております。なお、田野

町の病院につきましては、建設費が16億5,000万

円程度計上されておりますが、それだけの大規

模な事業でございますので、これまでなかなか

やりたくてもできなかったというような事情も

田野町さんではあったようですが、この合併を

機に、新たに古くなった設備を全面的に建て直

すということで準備をされているところでござ

います。以上です。

ほとんどすべてのものが網羅さ○前屋敷委員

れるような感じですね。まちづくりというふう

に規定があっても。

その他例を挙げさ○坂本市町村合併支援室長

せていただきますと、延岡市では、清掃工場の

全面的改修、数十億かかりますが、あと、消防

庁舎の建設とか、この前、落成式があったよう
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でございますが、そういう幅広いやつ。それか

ら、日向市・東郷町におかれましては、水害に

対して防災事業をやられていますが、かさ上げ

に伴う日向市の地元負担に対してこの交付金を

充てるとか、都城では、高城町のスポーツ施設

を新たに芝生等張りかえて全面的に改修をする

と。非常に幅広いまちづくり計画を皆さんつ

くっていらっしゃいますので、その中の事業費

に充てられるということで計画されています。

市町村課、82ページ、市町村振興○緒嶋委員

宝くじ事業の中で、交付金が2,529万7,000円、

これは宝くじの売り上げが減額になったという

こと、どういうふうに理解すればいいんです

か。

宝くじにつきま○江上部副参事兼市町村課長

しては、全国では県と政令指定都市が発行でき

ることになっておりますけれども、その中で、

最初御説明しましたように、サマージャンボ宝

くじとオータムジャンボ宝くじにつきまして

は、市町村のために使うというふうに決められ

ております。今、委員が言われましたけれど

も、この配当といいますか、収益の配分につき

ましては売り上げによります。したがいまし

て、この２つのジャンボ宝くじの売り上げが

減ったということでございます。詳しく申し上

げますと、サマージャンボが減って、オータム

がふえて、トータル減ったということでござい

ます。以上でございます。

地域振興課の元気のいい地域づく○緒嶋委員

り総合支援事業、私はこれは減額にするような

ことじゃいかんと思うんです。やっぱり地域を

活性化するための大きなエネルギーにならにゃ

いかんわけですね。これが6,000万も減額になっ

たということは、私は経費節減というふうに見

るべきじゃないと思うんです。県下をいかにし

て活性化するかということであれば、こういう

事業はできるだけ不用額を出さないようにやる

と。そういうことの中で地域を振興するじゃな

いと、6,000万も不用額が出ましたということ

は、私はこれは自慢にならないと。それは該当

するものがなかったというよりも、いかにして

該当させて地域を振興するかというような視点

で取り組まなければ、私は振興にならんのじゃ

ないかという気がするんですが、どうですか。

元気のいい地域づくり○湯浅地域振興課長

は19年度で終わるわけですけれども、20年度か

ら新しい事業も計画しておりますので、その中

で、今度の議会に上程後、職員が各市町村回り

まして、事業の説明とかＰＲ等やっております

ので、20年度については各市町村に十分理解し

ていただいて、補助を申請していただくという

ふうに努めたいと思っております。

ぜひそのようにしてやらんと、知○緒嶋委員

事も宮崎県の全体的に頑張ろうという中でこう

いうのを減額するようでは、私は、言うことと

することが違うじゃないかというような気にも

なりますので、ぜひそのあたりは十分意欲的に

取り組んでいただきたいということをお願いし

ておきます。

それから、総合交通課、航空交通ネットワー

ク推進事業、これは1,000万余の減額であります

けれども、予定よりも少なくなったということ

でありますけれども、これはアシアナなんかの

搭乗者というかそういうものが減ったというふ

うにとるのがいいのか、どういうふうに理解す

ればいいんですか、減額の理由。

これは日本の団体客に対○加藤総合交通課長

して補助するものでございまして、宮崎―ソウ

ル線の今年度の利用状況、途中ですけれども、

１月末までで、総利用者は若干伸びているんで



- 22 -

すけれども、韓国人のほうは14％増加している

んですが、逆に日本人は13％減少しておりま

す。それと、団体での御利用が年々減ってきて

おります。そういった関係で、団体に対する補

助が当初見込みを下回ったということでござい

ます。

個人はふえたけど、団体が減った○緒嶋委員

という理解でいいわけですか。

これは年度によって日本○加藤総合交通課長

人の利用の方も伸びたり減ったりするわけです

けれども、今年度は日本人の方は減少しておる

ということと、先ほど言いましたように、団体

での御利用も減っているということでございま

す。

次に、情報政策課、98ページ、電○緒嶋委員

気通信格差是正対策費、これは国の補助基準が

緩和されたので、該当したということのような

理解をしたんですけれども、であれば、そのほ

かのものにこの金を使って、まだ希望がなかっ

たわけじゃないんじゃないかなという気がする

んですけど、それをそちらに回すということは

時間的にできなかったということはどういうこ

とかお伺いします。

今、委員がおっしゃいま○渡邉情報政策課長

したように、各市町村とも年間予定を立ててお

ります。その関係で、本年度についてはどの市

町村ということで御協議する中で、たまたま国

の該当が5,000万だったのが、今年度暫定的

に3,000万まで下げましょうということになった

ものですから、その分で国の制度を利用させて

いただいたということで、それ以外のところに

もお声かけしましたが、まだ本年度中について

は予定がないということでございました。以上

でございます。

であれば、今度は20年度にはまた○緒嶋委員

新たに出てくるというふうに理解していいわけ

ですね。

これにつきましては、解○渡邉情報政策課長

消を目的としておりますので、各市町村さんの

ほうにも今月ぐらいに調査をして、来年、再来

年の要望を聞いているところでございます。以

上でございます。

ほかございませんか。○十屋委員長

地域振興課にお願いしたいんで○前屋敷委員

すが、５番の離島活性化対策の700万の減額の中

身を教えてください。

これは延岡市の島浦と浦○湯浅地域振興課長

城間の離島航路の補助金でございます。19年度

の補助金につきましては、17年の10月１日か

ら18年の９月30日までの間の赤字分を、国がま

ず補助いたしまして、その補助の残りを県と市

が助成するわけですけれども、19年度分の国の

補助金が多くなりましたので、その分、県の補

助金が少なくなったということでございます。

先ほど髙橋委員から質疑○加藤総合交通課長

のございました地域バス再編事業の説明につい

て、訂正をさせていただきます。車両購入費補

助についてですけれども、先ほど、今年度予定

していたのが３町村、三股町、西米良村、五ヶ

瀬町と申し上げましたが、当初予定していたの

は５つの町村でございまして、先ほどの三股

町、西米良村、五ヶ瀬町に加えまして、南郷町

と椎葉村も当初予定しておりました。来年度以

降に延ばしましたのが、先ほどの西米良村に加

えまして、南郷町と椎葉村でございます。運行

費補助については先ほど御説明したとおりで

す。

申しわけございませ○道久文化・文教企画監

ん。私のほうも訂正をさせていただきたいと思

います。冒頭、髙橋委員の質疑の中で、倒産等



- 23 -

による家計急変世帯に対する授業料減免の件で

ございますけれども、私、県単というふうに申

し上げましたが、この制度につきましては、国

庫２分の１の補助事業でございます。おわびし

て訂正させていただきます。

それでは、次に、その他の報告○十屋委員長

事項について質疑はございませんか。

私も新聞報道を見逃したので、確○新見委員

認のために教えていただきたいんですが、県南

の市町村合併ですね。協議が終了して来年の３

月に新日南市として誕生するわけですが、議員

の選挙ですよ。南郷町は統一選ですね、北郷は

統一選だったのが前回統一外に変わりました。

日南市も統一外です。これの選挙は、統一選ま

で在任特例で統一選に集約されるんでしたか。

委員御指摘のとお○坂本市町村合併支援室長

り、２年間の在任特例の延長を使われます。市

町村によってばらつきはあるんですが、次の統

一地方選がございますが、その１カ月前に任期

が来るようになっておりますので、１カ月ぐら

い空白の期間といいますか、統一選挙は実施さ

れる日にちが大体決まるようでございますの

で、それまで１カ月ぐらい間が空くようです

が、大体３月末ぐらいが任期となっていたと記

憶しております。

ということは、１カ月ぐらい議員○新見委員

が空白になるという意味ですかね。

選挙の特例の関係○坂本市町村合併支援室長

だと思いますが、そういう可能性があると思わ

れます。

ほかございませんか。○十屋委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって地域生○十屋委員長

活部を終了いたします。執行部の皆様には御苦

労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

当委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。なお、委員の質疑は、執行部の説明が

すべて終了した後にお願いいたします。

福祉保健部でございま○宮本福祉保健部長

す。本会議ではたくさんの御質問をいただき、

まことにありがとうございました。おかげさま

で、福祉保健行政の重要さ、難しさを、知事以

下、県民の皆様に訴えることができたのではな

いかと思っております。ありがとうございまし

た。それでは座って説明させていただきます。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案につきまして、福祉保健部関係分の

概要を御説明申し上げます。よろしくお願いい

たします。

まず、お手元の「平成20年２月定例県議会提

出議案（平成19年度補正分）」の表紙をめくっ

ていただきまして、目次をごらんいただきたい

と思います。福祉保健部関係の議案は、一番上

の議案第38号「平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）」の１件でございます。

では、２月補正予算について御説明をいたし

ます。「平成19年度２月補正歳出予算説明資

料」の福祉保健部のインデックスのところ、

ページでいいますと107ページをお開きくださ

い。補正額の欄の上から２番目のところであり

ますが、福祉保健部では、今回、一般会計で23

億6,927万1,000円の減額補正をお願いしており

ます。補正の主な内容は、国庫補助額の決定

や、節約による執行残等に伴う減額のほか、国

民健康保険への助成や、医療費扶助、児童福
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祉、障がい者福祉等に係る各事業費の所要見込

額の増減によるものであります。この結果、福

祉保健部の一般会計予算額は、補正後の額の欄

でありますが、725億4,867万2,000円となってお

ります。

再び議案書に戻っていただきまして、議案書

の９ページをお開きください。繰越明許費につ

いてであります。福祉保健部の関係は、上から

２つ目の老人福祉施設整備等事業、及びその下

の障がい福祉サービス事業所施設整備事業の２

件の追加をお願いしております。

同じ議案書の15ページをごらんいただきたい

と思います。債務負担行為についてであります

が、福祉保健部関係で、民間児童福祉施設整備

資金利子補給の１件の変更をお願いしておりま

す。

今回提案いたしております議案につきまして

は以上でございます。詳細につきましては、後

ほどそれぞれ担当課長が御説明いたしますの

で、よろしく御審議いただきますようお願い申

し上げます。

続きまして、７件ほど報告をさせていただき

たいと存じます。

生活福祉常任委員会資料の１ページをお開き

ください。まず、宮崎県医療計画（案）の概要

についてであります。本計画は、医療法の規定

に基づき、良質かつ適切な医療を効率的に提供

する体制の構築等を目的として、５年に一度策

定するもので、今回は、平成20年度からの５年

間を推進期間としております。今回の医療計画

におきましては、下のほうの囲みの中に書いて

おりますが、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖

尿病の４疾病と、救急医療、災害医療、僻地医

療、小児医療、周産期医療、在宅医療・介護の

６事業について、それぞれの疾病事業ごとの医

療連携を目指すこととしており、住民や患者に

わかりやすい計画となるよう、年度内の取りま

とめに向け、現在作業を進めているところであ

ります。詳細につきましては、後ほど医療薬務

課長から御説明させていただきます。

次に、資料の11ページをお開きください。医

師派遣システムによる採用医師についてであり

ます。今回、高千穂町出身の押方慎弥医師を、

医師派遣システムにより、平成20年４月１日付

で採用することといたしました。押方医師は、

自治医科大学を卒業後、県立宮崎病院のほか、

西米良病院、北浦診療所等の県内医療機関で地

域医療に従事し、現在は、国立病院機構熊本医

療センターに勤務しております。なお、本シス

テムによる採用医師は、昨年４月から西米良診

療所で勤務しております中村医師に次いで、２

人目となります。

続きまして、13ページをお開きください。肝

炎に係る県民からの相談への対応状況等につい

てであります。厚生労働省が、フィブリノゲン

製剤等を納入したとされる医療機関を１月17日

に公表したことに伴い、県の相談窓口に多くの

相談が寄せられております。

まず、１の相談件数及び内容についてであり

ますが、２月29日現在の相談件数は4,392件で、

そのうち、Ｃ型肝炎ウイルスの検査に関する相

談が3,384件、肝炎救済の方法等に関する相談

が1,008件となっております。また、保健所での

検査予約件数は1,598件、検査実施数は1,209

件、そのうちウイルスの陽性者は19人となって

おります。

次に、２の被害者を救済するために制定され

た特別措置法の概要であります。（１）に書い

ておりますように、支給対象者は、特定フィブ

リノゲン製剤等の投与を受けたことによってＣ
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型肝炎ウイルスに感染した者及びその相続人と

なっており、（２）に書いておりますように、

支給対象者の認定は、製剤投与の事実、因果関

係の有無、症状等を調べて、裁判所が判断する

ことになります。そのため、給付金の支給を受

けるためには、フロー図で示しているとおり、

まず、訴訟の提起を行い、裁判所が認定した場

合に国との和解が成立し、支払いを請求するこ

とができるという内容になっております。

次に、15ページをお開きください。宮崎県医

療費適正化計画（案）の概要についてでありま

す。本計画は、今般の医療制度改革において重

要な柱の一つに位置づけられる計画として、

「高齢者の医療の確保に関する法律」の規定に

より、策定が義務づけられているもので、医療

費適正化の総合的・計画的な推進を目的とし

て、今回初めて、平成20年度からの５カ年計画

として策定するものであります。本計画の主な

内容は、２の（１）にありますように、平成20

年度からスタートする特定健康診査、特定保健

指導の実施率、メタボリックシンドローム該当

者・予備群の減少率や、次のページになります

が、療養病床の病床数及び平均在院日数の減少

など、医療費の適正化に関する各項目の目標値

と、その達成のために取り組むべき施策等と

なっており、現在、年度内の取りまとめに向

け、作業を進めているところであります。詳細

につきましては、後ほど国保・援護課長より御

説明させていただきます。

次に、19ページをごらんください。中国産冷

凍ギョウザに関する県の対応状況についてであ

ります。事件の発覚以降、連日報道されている

この問題につきまして、県では、県内での被害

拡大を防止するため、速やかな対応を図ったと

ころであります。

まず、１の回収品の撤去状況の確認でありま

すが、輸入元のジェイティフーズを所管する東

京都から、回収品の出荷先リストの情報提供を

受け、表にありますとおり、回収対象品23品目

の家庭用製品、業務用製品のそれぞれについ

て、卸元や販売店舗等を調査し、すべて撤去さ

れていることを確認いたしました。

また、２の県民への注意喚起でありますが、

県庁ホームページによる広報、マスコミ等への

協力依頼を行い、家庭で保管されている対象品

については、絶対食べないこと、購入先に返品

することの注意喚起や、健康被害が発生した場

合の対応の周知等を行ったところであります。

最後に、３の健康被害の状況についてであり

ますが、現在のところ、75件の届け出がありま

すが、全員回復されております。

なお、商品が残っていた38件については、検

査の結果、殺虫剤成分は検出されず、関連性は

ないことが判明しております。

続きまして、21ページでございます。フグの

取り扱いに係る監視指導の強化等についてであ

ります。相次ぐ食品表示の偽装を初め、食の安

全を脅かす事件が全国で多発し、本県におきま

しても、食の安全・安心の確保に対する関心が

非常に高まっております。こうした中、食品衛

生法に違反する不適切なフグの取り扱い事例が

相次いで発生しておりますことから、致死率の

高い食中毒を防止するため、昨年12月の厚生労

働省通知に基づくフグの適正な取り扱いの指導

徹底を図ることとしたものであります。詳細に

つきましては、後ほど衛生管理課の課長補佐か

ら御説明させていただきます。

最後に、25ページをお開きください。健康み

やざき行動計画21の改定（案）の概要について

であります。本計画は、健康増進法の規定を根
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拠に、県民の健康増進に関する施策の計画的な

推進を目的として策定しているものでありま

す。今般の医療制度改革の流れを受け、新た

に、メタボリックシンドロームの該当者・予備

群の減少率等、生活習慣病の発症予防・重症化

予防に着目した目標値と、その達成のための施

策の方向性等を示すなど、現計画の改定を行う

こととし、現在、年度内の取りまとめに向け、

作業を進めているところであります。詳細につ

きましては、後ほど健康増進課長から御説明さ

せていただきます。

私のほうからは以上でございます。よろしく

お願いいたします。

それでは、福祉保健課分○松原福祉保健課長

の御説明をいたします。

福祉保健課関係部分といたしましては、議案

第38号「平成19年度宮崎県一般会計補正予算」

の１件でございます。

お手元の「平成19年度２月補正歳出予算説明

資料」の青いインデックスで福祉保健課のとこ

ろ、ページで申し上げますと109ページをお開き

ください。福祉保健課といたしましては、左の

補正額欄にございますように、３億3,1 4 3

万3,000円の減額補正となっております。この結

果、補正後の予算額は、右から３つ目の欄です

が、112億9,788万円となっております。なお、

今回補正をお願いしているものは、事業費の確

定や執行残などに伴うものでございますが、以

下、主なものについて御説明いたします。

111ページをお開きください。中ほどの（事

項）社会福祉児童指導費5,948万9,000円の減額

補正でございます。これは国、県及び社会福祉

施設の事業主がそれぞれ３分の１を負担するこ

とで、民間の社会福祉施設の職員を対象に、退

職手当を支給する全国的な共済事業について、

国の示す基準単価等が確定したことによるもの

でございます。

続きまして、次の（事項）地域福祉対策事業

費1,786万8,000円の減額補正でございます。主

なものといたしましては、説明欄の１の地域福

祉活動推進事業の1,183万9,000円の減額補正で

ございますが、これは高齢者の見守りや触れ合

い交流、子育てサロン、健康づくりなど、市町

村や社会福祉協議会が行うさまざまな地域福祉

の取り組みを支援する事業について、国庫補助

事業の見直しなどにより、減額するものでござ

います。

続きまして、113ページをお開きください。上

のほうの（事項）災害救助事業費6,586万9,000

円の減額補正でございます。災害救助事業費に

つきましては、毎年度一定額を予算化しており

ますが、平成19年度は、災害救助法を適用した

地域が、台風５号における日之影町の１町のみ

でございましたので、救助に要した費用等を除

いて減額するものでございます。

最後に、115ページをお開きください。中ほど

の（事項）県立看護大学運営費7,981万1,000円

の減額補正でございますが、これは県立看護大

学の庁舎管理費等の経費節減に伴う執行残等に

よるものでございます。

福祉保健課分につきましては以上でございま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、医療薬務課分○高屋医療薬務課長

を御説明いたします。

医療薬務課の関係分といたしましては、議案

第38号「平成19年度宮崎県一般会計補正予

算」、その他の報告事項、宮崎県医療計画

（案）の概要についての２件でございます。

それでは、お手元の「平成19年度２月補正歳

出予算説明資料」の青いインデックスで医療薬
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務課のところ、ページでいいますと119ページを

お開きください。医療薬務課といたしまして

は、左の補正額欄にありますように、１億1,914

万9,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、右から３つ目の欄

ですが、12億4,937万4,000円となっておりま

す。以下、主なものについて御説明いたしま

す。

下から２番目の（事項）看護師等確保対策

費8,716万5,000円の減額補正であります。主な

事業としては、説明の欄、１の看護師等確保対

策事業の8,660万8,000円の減額補正であります

が、これは新設予定であった歯科衛生士養成所

に対しまして、施設整備補助金を交付する予定

でありましたが、設置予定者側の事情により設

置が延期となったことに伴いまして減額するも

のなどであります。

続きまして、120ページをお開きください。上

から２つ目の（事項）救急医療対策費1,348

万6,000円の減額補正であります。主な事業とし

ては、説明の欄、２の広域災害救急医療情報シ

ステム運営事業1,168万1,000円の減額補正であ

りますが、これは医療法の改正に伴い、今年度

から実施することとなった総合医療情報システ

ムの構築に当たりまして、業者の企画提案内容

やトータルコストを総合評価し、複数業者から

選定するいわゆるコンペ方式を採用した結果、

経費が削減されたことに伴う執行残でありま

す。

一般会計補正予算の説明については以上でご

ざいます。

次に、新たな医療計画（案）について御説明

いたします。別冊でお配りしております「宮崎

県医療計画（案）」が、今回作成しました新た

な計画案でございます。ごらんのとおり、かな

りのボリュームでありますので、本日は、計画

の主要な部分を抜き出した概要版のほうで御説

明をいたします。

お手元の資料、「生活福祉常任委員会資料

（補正）」の１ページをお開きください。

まず、１の新たな医療計画の推進期間であり

ますが、平成20年度から24年度までの５カ年を

予定しております。ただし、推進期間内に医療

制度が大きく変わるなど、医療を取り巻く状況

に変化が生じた場合には、必要に応じ、見直し

を行うこととしております。

次に、２の計画の基本理念でありますが、保

健、福祉との連携を図りながら、地域において

切れ目のない医療の提供を実現させていくとい

う観点から、「すべての県民が、質の高い医療

サービスを安心して受けられる医療体制の確

立」といたしました。

３の基本方針についてでありますが、新しい

医師臨床研修制度の導入の影響などで、僻地や

小児科などの特定診療科において医師不足の状

況が起こっており、地域医療の崩壊が懸念され

ている状況であります。このような中、限られ

た医療資源を有効に活用し、県民が安心できる

医療提供体制を構築するため、切れ目のない医

療提供体制の構築を初めとした、ごらんの

（１）から（５）までの５つを基本方針と定

め、今後この基本方針に沿った施策を実施して

いくこととしております。

次に、２ページをお開きいただきたいと思い

ます。４の計画の具体的な内容であります。

まず、（１）でありますが、特殊な医療を除

く一般の医療需要に対するために設定しており

ます２次医療圏につきましては、従来どおり７

つの医療圏としております。ただし、個別の疾

病ごとに見た場合、これまでの２次医療圏内で
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は一部の診療機能が存在しない場合もあります

ので、隣接する他の圏域と連携し、機能を補う

といった医療連携体制の構築を図っていくこと

としております。

次に、（２）の基準病床数であります。基準

病床数の算定に当たりましては、医療法施行規

則に定める算定式に基づきまして、年齢階級別

の入院率や人口等を勘案した上で、各病床種

別、医療圏ごとに定めたものであります。

次に、（３）の医療提供体制の構築について

の基本的な考え方であります。本県における今

後の医療提供体制の方向性としましては、保

健・医療・福祉において有機的な連携を図り、

疾病の予防、早期発見から治療、その後の在宅

介護までの多様なサービスが、地域において切

れ目なく提供される体制の構築を目指してまい

ります。

また、限られた医療資源の中で、県民に最善

の医療を効率的に提供するために、各医療機関

の機能と役割を明確化するとともに、地域連携

クリティカルパス、いわゆる地域における治療

計画表の普及を図り、医療機関相互の連携体制

の構築を目指してまいります。

加えまして、医療機関が相互に連携した医療

提供体制を構築していくためには、県民の理解

と協力が不可欠でありますので、県民に対し、

各医療機関がどのような医療を提供しているか

といった医療情報を、具体的にわかりやすく提

供する総合医療情報システムの構築や、県民か

らの各種相談を的確に受けることができる体制

の充実を図ってまいります。

あわせまして、県民、患者の側についても、

医療資源は有限であるということを自覚し、か

かりつけ医や診療時間内での診療、真に必要な

場合のみの夜間救急や２次、３次の医療機関の

利用といった、適切な受診行動の必要性や意義

等について意識啓発を図っていくこととしてお

ります。

次に、３ページ、（４）４疾病・６事業の医

療連携体制の構築についてであります。この項

目が今までの計画と違う大きな特徴でありま

す。資料の３ページから７ページにかけまし

て、各疾病・事業ごとに記載しておりますが、

本県の医療計画においては、参酌することと

なっております、国の策定指針で示された、が

ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４疾病、

それに僻地医療、救急医療、小児医療、周産期

医療、災害医療の５事業に加えまして、本県独

自に在宅医療・介護を加え、４疾病・６事業と

いたしました。この４疾病・６事業ごとに、医

療圏の再編が必要なものについては再編を行

い、切れ目のない医療連携提供体制の構築を目

指すこととしたものであります。また、今回の

医療計画においては、県民にわかりやすいもの

とするため、主なものについて目標値を設けて

おります。

次に、ページが飛びまして８ページをお開き

ください。（５）の医療提供基盤の充実につい

てであります。まず、医療従事者の養成確保と

資質の向上についてであります。医師につきま

しては、自治医科大学卒業医師の計画的配置

や、医師派遣システム、医師修学資金貸与制度

の活用、医学生僻地医療ガイダンスの実施など

により、山間僻地に勤務する医師の養成確保を

図ってまいります。また、県と関係市町村で設

置いたしました医師確保対策推進協議会のホー

ムページで、僻地公立病院等の求人情報を全国

に発信するとともに、本県出身の医師や医学生

に対し、みやざき地域医療応援団への登録を促

し、それらを通しまして本県の地域医療を担う
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医師の確保に努めてまいります。さらに、自治

医科大学卒業医師の定着促進や、後期研修医が

意欲を持って働けるような就労・研修環境を整

備することによりまして、小児科を初め、医師

不足が深刻な特定診療科に勤務する医師の確保

を図ることとしております。その他、院内保育

所の運営費支援や、宮崎大学との定員増の協

議、国への要望活動など、医師の確保に向けた

取り組みを行ってまいります。

次に、看護師・准看護師につきましては、看

護協会等の関係団体と連携しながら、看護職希

望者の拡大を図るため、啓発活動を展開すると

ともに、養成所等への支援や実習指導者の研修

など、教育体制の充実を図り、看護師等の安定

的な養成確保を図ってまいります。また、新人

看護師等を対象とした研修の実施や、院内保育

所への支援等を行うことにより、看護師等の早

期離職の防止や県内への定着を促進してまいり

ます。その他、ナースバンクを活用した求人・

求職相談や未就労看護師等の再就業支援、訪問

看護師養成講習会等の研修会の実施など、看護

師等の養成と資質向上を図ってまいります。

最後に、９ページの（６）計画の推進につい

てであります。この計画は、県民の医療に対す

る安心・信頼の確保を目指し、本県における今

後の大きな方向性を示したものであり、この方

向性に沿った具体的な施策については、今後、

県だけでなく、市町村や医療関係機関・団体等

も含めまして検討し、実施していく必要があり

ます。よって、計画の推進に当たりましては、

県、市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会と

いった保健・医療関係団体等との緊密な連携の

もと、宮崎県地域医療対策協議会など既存の協

議会などを活用し、施策の推進を図っていくこ

ととしております。

以上が、新たな医療計画（案）の概要であり

ますが、現在、医師会、歯科医師会、薬剤師会

といった関係団体や各市町村に改めて意見を求

めるとともに、パブリックコメントを実施して

いるところであります。今後これらの意見等を

整理しまして、県医療審議会に諮った上で、今

年度内に新たな医療計画として決定する予定で

あります。

医療薬務課分につきましては以上でございま

す。

国保・援護課関係分を○舟田国保・援護課長

御説明いたします。

国保・援護課分は、議案第38号「平成19年度

宮崎県一般会計補正予算」と、その他の報告事

項として１件がございます。

まず、議案第38号「平成19年度宮崎県一般会

計補正予算」について御説明いたします。

お手元の「平成19年度２月補正歳出予算説明

資料」の青いインデックス、国保・援護課のと

ころ、123ページをお開きください。今回お願い

しております補正予算は、左から２番目の補正

額欄にありますように、一般会計で６億3,180

万8,000円の減額補正でございます。この結果、

補正後の予算は、右から３番目の補正後の額欄

にありますように、239億1,869万1,000円となり

ます。

補正の内容につきまして、主なものを御説明

いたします。125ページをお開きください。中ほ

どの（事項）老人保健医療対策費２億1,377

万1,000円の増額でございます。主なものは、説

明の欄１の老人医療費支給事業の２億1,411

万8,000円の増額ですが、これは老人医療に要す

る費用について、国、県、市町村が公費で負担

するものでありますが、当初見込額を上回るこ

とにより、県費負担額を増額するものでありま
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す。

126ページをお開きください。一番下の（事

項）国民健康保険助成費６億6,460万8,000円の

減額でございます。主なものは、説明の欄１の

保険基盤安定事業の５億6,936万9,000円の減額

ですが、これは市町村が低所得者に対して行う

保険税軽減の額が当初の見込みを下回ったこと

により、県費負担金を減額するものでありま

す。

127ページをごらんください。上から続きます

説明の欄４の広域化等支援事業の１億22万5,000

円の減額ですが、これは国民健康保険事業の運

営の広域化及び財政の安定化のために、国民健

康保険広域化等支援基金からの資金の貸し付け

に対しまして、種々需要の掘り起こし等に努め

ましたが、市町村国保から借り受けの申し込み

がなかったため、減額するものであります。

同じく、５の都道府県財政調整交付金の800万

円の増額ですが、これは国の平成19年度補正予

算の確定に伴い、本県の財政調整交付金の増額

が示されたことにより、増額を行うものであり

ます。

128ページをお開きください。一番上の（事

項）扶助費１億4,180万8,000円の減額でござい

ます。主なものは、説明の欄１の生活保護扶助

費の１億5,868万1,000円の減額ですが、これは

前年度扶助費のうち、医療扶助費の精算に伴

い、国庫支出金の減額が生じたことにより、減

額するものであります。次の説明の欄２の生活

保護扶助費県費負担金の1,687万3,000円の増額

ですが、これは生活保護法第73条に基づき、居

住地がないかまたは明らかでない被保護者につ

き、市が支弁した保護費について県が負担する

こととなっており、保護対象者の見込み増に伴

い、増額を行うものであります。

補正予算関係につきましては以上でございま

す。

次に、その他報告事項について御説明いたし

ます。委員会資料の15ページをお開きくださ

い。宮崎県医療費適正化計画（案）の概要につ

いてであります。

まず、１の制定の趣旨でありますが、本計画

は、今般の医療制度改革において重要な柱の一

つとして位置づけられる計画として、「高齢者

の医療の確保に関する法律」の規定に基づき、

高齢期における適切な医療の確保を図る観点か

ら、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計

画的に推進するため、国においては、医療費適

正化基本方針及び全国医療費適正化計画を、都

道府県においては、都道府県医療費適正化計画

を定めることが義務づけられたものでありま

す。

次に、２の概要でありますが、計画には、都

道府県における目標の設定、目標達成のために

取り組むべき施策、保険者、医療機関、その他

の関係者の連携協力、計画期間の医療費の見通

し等を盛り込むこととなっています。計画の内

容の大きな項目としまして、まず、（１）の都

道府県における目標の設定でございます。この

項目の１つ目が、①の県民の健康の保持の推進

に関する目標でありますが、次の３項目がござ

います。まず、アにありますように、平成20年

４月から、各医療保険者に義務づけられました

特定健康診査の実施率に関する数値目標であり

ます。目標値として、平成24年度において受診

対象者の70％以上が受診することとします。同

様に、次のイにありますように、特定保健指導

の実施率に関する数値目標であります。目標値

として平成24年度において、特定健康診査の結

果、特定保健指導が必要と判定された対象者
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の45％以上が指導を受けることとします。最後

のウは、特定健康診査及び特定保健指導を行う

ことにより、メタボリックシンドロームの該当

者及び予備群の減少率に関する数値目標を設定

しております。目標値として、平成24年度にお

いて、平成20年度に比べてメタボリックシンド

ロームの該当者及び予備群の減少率を10％以上

の減少とします。

次に、16ページをお開きください。２つ目の

目標として、②の医療の効率的な提供の推進に

関する目標でありますが、次の２項目がござい

ます。まず、アの療養病床の病床数に関する数

値目標であります。目標値として、療養病床の

うち、平成24年度における医療療養病床の病床

数を2,025床とする一方、介護療養病床は平成23

年度末までに全廃することといたします。それ

ぞれの数値は下の表のとおりでございます。次

に、中ほどのイの平均在院日数に関する数値目

標であります。目標値として、平成18年度の病

院報告による平均在院日数について、全国で最

も少ない長野県と本県との差を３分の１縮め

て、平成24年度の病院報告による平均在院日数

を35.3日とします。

次に、２つ目の計画の大きな項目として、

（２）の計画の目標達成のために取り組むべき

施策についてであります。施策の展開として、

次の①の県民の健康の保持の推進に関する施策

及び②の医療の効率的な提供の推進に関する施

策を掲げ、取り組んでいくこととします。

次に、17ページをごらんください。３つ目の

計画の大きな項目として、（３）の保険者・医

療機関その他の関係者の連携・協力についてで

あります。市町村等の保険者や健診、保健指導

事業者及び医療機関等と情報交換を行い、相互

に連携・協力が可能であるような体制づくりに

取り組んでいくこととします。

次に、４つ目の計画の大きな項目として、

（４）の計画期間の医療費の見通しについてで

あります。本県における医療費について試算し

てみますと、平成20年度の3,442億円が平成24年

度には3,928億円と、486億円の増加が見込まれ

ますが、本計画が目標どおりに達成された場合

には、平成24年度の医療費は3,762億円と、320

億円の増加にとどまり、166億円程度の削減効果

が見込まれることとしております。

最後に、（５）の計画の進行管理についてで

あります。第１期計画の期間は平成20年度か

ら24年度までの５年間となっており、平成22年

度には中間評価を、平成25年度には実績評価を

行い、その結果をそれ以降の関連施策の推進に

反映させることとしております。現在、計画策

定検討委員会において、各委員からの御意見等

をお伺いしながら最終案を取りまとめ中であ

り、今月末までには集約する予定であります。

国保・援護課関係は以上でございます。よろ

しくお願いします。

それでは、高齢者対策○畝原高齢者対策課長

課分ですが、議案第38号「平成19年度一般会計

補正予算」について御説明をいたします。

お手元の２月補正歳出予算説明資料の129ペー

ジ、高齢者対策課のところをお願いいたしま

す。高齢者対策課分としましては、８億2,541

万1,000円の減額補正をお願いしておりますが、

この結果、補正後の予算額は、右から３つ目の

欄ですけれども、117億7,157万1,000円となりま

す。

それでは、補正の主なものについて御説明を

いたします。131ページをお願いいたします。ま

ず、一番下の（事項）在宅老人要援護対策費に

ついて、1,560万8,000円の減額補正でありま
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す。いずれの事業も、事業実績や工事費の確定

等に伴うものでありますけれども、その主なも

のとしましては、２の高齢者住宅改造助成事

業536万1,000円の減額、及び５の介護サービス

情報の公表推進事業591万7,000円の減額であり

ます。

次に、132ページをお願いいたします。一番下

の（事項）介護保険対策費について、７億2,705

万7,000円の減額補正であります。その主なもの

は、１の介護保険財政支援事業７億1,5 7 7

万2,000円の減額でありますが、これは市町村の

介護給付費の実績見込みが当初見込みを下回っ

たことによるものであります。

次に、133ページをお願いいたします。（事

項）老人福祉施設整備等事業費について、6,952

万9,000円の減額補正であります。その主なもの

は、１の老人福祉施設整備等事業の6,2 6 8

万9,000円の減額であります。これは特別養護老

人ホーム等の補助対象施設の設計変更、及び災

害復旧事業費の不用残によるものであります。

次に、繰越明許費について御説明いたしま

す。お手元の「平成20年２月定例県議会提出議

案」の９ページをお願いいたします。第２表繰

越明許費補正の１、追加であります。上から２

段目、民生費の事業名、老人福祉施設整備等事

業で、３億9,000万円の繰り越しをお願いしてお

ります。これは特別養護老人ホーム等を整備す

る社会福祉法人等に、その費用の一部を補助す

る事業でありますが、今年度の補助対象施設の

建設予定地におきまして、文化財の発掘調査及

び地盤調査の結果等によりまして、設計変更が

生じ、そのために日時を要したため、事業主体

において事業が繰り越しとなったことによるも

のであります。なお、私も現地確認を行いまし

たけれども、現在は設計も確定し、一部工事に

着手しております。

高齢者対策課については以上であります。

児童家庭課分について御○西野児童家庭課長

説明いたします。

児童家庭課分といたしましては、議案第38号

「平成19年度宮崎県一般会計補正予算」の１件

であります。

お手元の「平成19年度２月補正歳出予算説明

資料」の青いインデックスで児童家庭課のとこ

ろ、ページでいいますと135ページをお開きくだ

さい。上から２段目の一般会計の補正額であり

ますが、8,281万円の減額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の予算額は、右から３

つ目の欄になりますが、一般会計が102億82

万1,000円となり、特別会計を含めました補正後

の額は、その上の欄になりますが、106億9,304

万9,000円であります。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。138ページをお開きください。１番目の（事

項）児童健全育成費1,755万8,000円の減額補正

であります。説明の欄３の市町村児童環境づく

り基盤整備事業の1,504万1,000円の減額補正で

ありますが、これは補助対象箇所の減等により

まして減額を行うものであります。

次の（事項）少子化対策環境づくり推進事業

費の681万4,000円の増額補正であります。説明

の欄２の子育て支援乳幼児医療費助成事業の800

万円の増額補正でありますが、これは３歳から

小学校入学前までの幼児入院に係る医療費の助

成件数が見込みを上回ったことによるものであ

ります。

次に、一番下の（事項）児童措置費等対策

費9,606万6,000円の増額補正であります。139

ページをごらんください。説明の欄２の保育

所、母子生活支援施設、助産施設県負担金
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の5,068万8,000円の増額補正でありますが、こ

れは保育所の県負担金が当初の見込みを上回っ

たことによるものと、平成18年度の県費負担金

の確定に伴い、増額を行うものであります。ま

た、その下の３の児童入所施設等措置費の4,855

万1,000円の増額補正でありますが、これは入所

児童数が見込みを上回ったこと、及び国の保護

単価の改定に係る単価上昇に伴い、増額を行う

ものであります。

次に、140ページをお開きください。上から２

番目の（事項）児童手当支給事業費１億1,719

万2,000円の減額補正であります。これは受給者

数の見込みよりも支給実績が下回ったことによ

り減額を行うものであります。

次の（事項）児童扶養手当支給事業費2,076

万5,000円の減額補正であります。主なものは、

説明の欄１の児童扶養手当給付費の2,0 4 9

万6,000円の減額でありますが、これは受給者数

の見込みが下回ったことによるものでありま

す。

続きまして、債務負担行為について御説明い

たします。お手元の冊子、「平成20年２月定例

県議会提出議案（平成19年度補正分）」をごら

んください。議案第38号のインデックス、ペー

ジでいいますと15ページの第３表、債務負担行

為補正変更をお開きください。児童家庭課分

は、一番上の平成19年度民間児童福祉施設整備

資金利子補給であります。これは児童福祉施設

の施設整備を行う法人が、独立行政法人福祉医

療機構から設備費の一部借り入れを行う場合

に、その利子の２分の１の範囲で助成を行うも

のでありますが、助成対象となる施設が生じな

かったことに伴い、変更を行うものでありま

す。

児童家庭課分については以上でございます。

それでは、障害福祉課分○村岡障害福祉課長

について説明いたします。

障害福祉課は、議案第38号「平成19年度宮崎

県一般会計補正予算」の１件であります。

お手元の２月補正歳出予算説明資料、障害福

祉課分のところ、143ページをお願いします。左

の補正額欄にありますように、今回、１億8,386

万8,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、101億6,337万5,000

円となります。以下、主なものについて説明い

たします。

145ページをお願いします。上から２番目の

（事項）身体障がい者福祉費につきまして

は、1,128万1,000円の減額補正をお願いしてい

ます。この主なものとしましては、説明欄３の

障がい者住宅改造等助成事業の548万5,000円の

減額であります。これは市町村からの申請者数

が見込みを下回ったことなどによるものであり

ます。

一番下の（事項）知的障がい者福祉費につき

ましては、1,973万5,000円の減額補正をお願い

しております。146ページをお願いいたします。

この主なものとしましては、説明欄４の障がい

者生活支援事業で1,038万4,000円の減額であり

ますが、これは障がい者就労生活支援センター

の増設に対する国庫補助事業の不採択によるも

のであります。

このページの下から２番目の（事項）精神保

健費につきましては、1,125万8,000円の減額補

正をお願いしておりますが、これは措置入院の

見込み減に伴うものであります。

147ページをごらんください。１番目の（事

項）精神障がい者社会復帰促進費につきまして

は、7,531万1,000円の減額補正をお願いしてお

りますが、この主なものは、精神障がい者社会
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復帰施設運営事業の7,003万1,000円の減額であ

りますが、これは障害者自立支援法の新制度移

行に伴う国庫補助事業の組みかえにより、障が

い者自立支援諸費に予算を組みかえしたもので

あります。

２番目の（事項）障がい者自立支援諸費につ

きましては、4,315万1,000円の減額補正をお願

いしております。主なものとしましては、説明

欄の１、介護給付・訓練等給付の１億28万の増

額でありますが、これは国の特別対策として昨

年４月から利用者負担が軽減されたことから、

公費負担分が増額になったものであります。次

に、２の自立支援医療費の１億8,005万1,000円

の増額につきましては、身体障がい者の生活保

護世帯の医療費について、これまで生活保護費

で支弁をしていたものですが、他法優先の原則

により、これが適用され、厚生医療による給付

が増加したものであります。次に、９の精神障

がい者地域生活移行支援事業の３億1,1 6 2

万7,000円の減額につきましては、当初３施設の

ほうから申し込みを見込んでおりましたが、国

の補助条件が当初想定したものの内容よりも厳

しくなったために、国庫補助申請に結びつかな

かったものであります。次に、一番下の障がい

福祉サービス事業所施設整備事業の2,1 3 4

万2,000円の増額補正につきましては、宮崎市に

あります知的障がい者通園施設わかば園の平

成19年度設備整備費の国庫補助新規採択に伴う

ものであります。

一番下の（事項）障害者自立支援対策臨時特

例基金につきましては、7,004万4,000円の減額

補正をお願いしております。これは障害者自立

支援強化事業等の補助対象事業の申請件数見込

み数が予定を下回ったものであります。

148ページをお願いいたします。１番目の（事

項）障がい児福祉費につきましては、2,618

万4,000円の増額補正をお願いしております。こ

の主なものとしましては、説明欄２の障がい児

施設給付費等の3,437万4,000円の増額でありま

すが、これは国の特別対策として昨年４月から

利用者負担が軽減されたことから、公費負担の

増につながったものであります。

３番目の重度障がい者（児）医療費公費負担

事業費の１億291万2,000円の増額につきまして

は、受給者見込み増に伴うものであります。

149ページをごらんください。児童福祉施設運

営費で2,397万2,000円の減額補正をお願いして

おりますが、これはこども療育センターの運営

費の減に伴うものであります。

次に、繰越明許費について御説明いたしま

す。薄い冊子のほうになります。「平成20年２

月定例県議会提出議案」、議案第38号の、ペー

ジで申しますと９ページをお開きください。第

２表の明許繰越費補正、１、追加、上から３段

目の欄でありますが、事業名・障がい福祉サー

ビス事業所施設整備事業でありますが、これは

先ほど述べました知的障がい者通園施設わかば

園の設備整備費の繰り越しを行い、2,1 3 4

万2,000円をお願いしたものであります。これは

国の内示の関係等により、工期が不足すること

によるものでありまして、完成は平成20年８

月30日を予定しております。

障害福祉課分は以上であります。

それでは、衛生管理○柏田衛生管理課長補佐

課分を説明いたします。

衛生管理課といたしましては、議案第38号

「平成19年度宮崎県一般会計補正予算」の１件

でございます。

それでは、お手元の「平成19年度２月補正歳

出予算説明資料」の青いインデックス、衛生管
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理課のところ、ページで申し上げますと151ペー

ジをお開きください。衛生管理課は、左から２

つ目の補正額欄にございますが、１億1,258

万9,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、右から３つ目の欄

ですが、13億9,101万2,000円となります。な

お、今回補正をお願いしているものはすべて減

額分でございまして、国庫補助の決定や経費節

減等に伴う執行残などでございます。

以下、そのうち主なものにつきまして御説明

いたします。153ページをお開きください。ま

ず、最初の（事項）動物管理費391万5,000円の

減額補正でございます。これは主に動物保護管

理所等の経費節減に伴う執行残であります。

下から２番目の（事項）食肉衛生検査所

費7,498万4,000円の減額補正でございます。こ

の主なものは、説明の欄３のＢＳＥ検査業務運

営費の6,861万9,000円の減額補正であります

が、これはＢＳＥ検査キット購入に係る国庫補

助決定に伴います国の示した基準額と実際の競

争入札で落札された額の差額でございます。

続きまして、154ページをお願いいたします。

２番目にございます（事項）食鳥検査費440

万1,000円の減額補正でございます。これは本庁

及び５カ所の食肉検査所の経費節減に伴う執行

残であります。

次に、その下の（事項）生活衛生指導助成

費327万1,000円の減額補正でございます。この

主なものは、説明欄２の公衆浴場の育成補助

の195万円の減額補正でありますが、経営内容が

不安定な一般公衆浴場につきまして、育成補助

を目的とした補助金の執行残でございます。

一般会計補正予算につきましては、衛生管理

課分は以上でございます。

続きまして、その他の説明事項につきまして

説明いたします。委員会資料の21ページをお願

いいたします。フグの取り扱いにつきまして

は、本県におきまして、御承知のとおり、昨

年12月以降に販売等が禁止されております養殖

トラフグの肝臓の販売や、シロサバフグの肝臓

を常食しているようなテレビ放送に加えまし

て、自分で釣ったフグを調理し、食中毒となっ

た事例など、食品衛生上好ましくない問題が発

生しております。全国的にも同様な事例が多発

したのを受けまして、資料の22ページと23ペー

ジにございますように、国のほうから改めまし

てフグの取り扱いに係る指導強化に関する通知

があったところでございます。

さらに、資料の24ページにお示ししておりま

すが、近年、県内の漁港におきまして、県内で

金フグとも呼ばれておりますシロサバフグに非

常に類似いたしました全身に毒を持つドクサバ

フグの水揚げを確認されたところであります。

これらの現状を踏まえまして、県では、これま

で以上に、命にかかわる食中毒予防の観点か

ら、フグの適正な取り扱いの指導の徹底を図る

こととしております。

具体的な指導事項といたしましては２点でご

ざいまして、１点目は、シロサバフグを含むす

べてのフグの肝臓につきましては、店頭販売や

飲食店における提供の禁止の徹底でございま

す。２番目といたしまして、シロサバフグにつ

きましても、ふぐ処理師もしくはふぐ処理師の

直接の指導監督のもとでの処理を徹底する内容

といたしております。

次に、今後の具体的な取り組みといたしまし

ては４点ございまして、まず第１点といたしま

して、魚介類販売店や飲食店等への法令遵守に

関する文書通知や立入指導、２番目といたしま

して、漁業関係者等に対します説明会の開催、
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３番目といたしまして、フグの取扱者に対する

ドクサバフグの鑑別講習会の開催、最後に４番

目といたしまして、ふぐ処理師の配置の徹底に

伴いますふぐ処理師試験の年複数回開催要望へ

の対応等を早急に行うことといたしておりま

す。以上でございます。

健康増進課分を御説明い○相馬健康増進課長

たします。

健康増進課は、議案第38号「平成19年度宮崎

県一般会計補正予算」、及びその他の報告事項

といたしまして、健康みやざき行動計画21の改

定案の概要についてでございます。

まず、議案第38号「平成19年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります。お手元の冊

子「平成19年度２月補正歳出予算説明資料」の

青いインデックス、健康増進課のところ、ペー

ジで申しますと155ページをお開きください。左

の欄の補正額でありますが、今回8,220万3,000

円の減額補正をお願いしております。この結

果、補正後の予算額は、右から３つの欄です

が、25億5,594万8,000円となります。

それでは、主な補正の内容につきまして御説

明いたします。157ページをお開きください。一

番上の（事項）母子保健対策費で116万4,000円

の減額補正をお願いしております。主なもの

は、説明の１、不妊サポート事業60万円の減額

であります。これは医師の不妊相談件数の実績

が当初見込んでいた件数を下回ったことによる

ものであります。

次に、（事項）未熟児養育医療費で45 7

万6,000円の増額補正をお願いしております。こ

れは未熟児養育医療費において当初見込んでい

た件数を上回ったことによるものであります。

次に、一番下の（事項）小児慢性特定疾患治

療研究費で116万4,000円の減額補正をお願いし

ております。主なものは、説明欄１の小児慢性

特定疾患治療研究費117万2,000円の減額であり

ますが、これは医療費の公費負担件数が当初の

予定を下回ったことによるものでございます。

158ページをごらんください。中ほどの（事

項）結核医療療養費で1,015万円の減額補正をお

願いしております。この主なものは、説明の欄

の２の医療費公費負担事業の1,000万円の減額で

すが、結核の罹患率の低下及び入院勧告による

入院期間の短縮などにより、公費負担額が当初

の見込みを下回ったことによるものでありま

す。

次に、下から２番目の（事項）歯科保健対策

費で105万8,000円の減額補正をお願いしており

ます。主なものは、説明の欄２の虫歯予防対策

事業の94万7,000円の減額ですが、市町村事業が

当初の見込みを下回ったことによるものでござ

います。

次に、一番下の（事項）老人保健事業費

で2,475万7,000円の減額補正をお願いしており

ます。ページを明けていただきまして159ページ

をごらんください。主なものは、説明の欄１の

老人保健事業費県費負担金の減額ですが、市町

村事業の予定値が高齢者保健福祉計画に掲げて

おります予定値を下回ったことによるもので

す。

次に、（事項）健康増進対策費で1,8 3 2

万3,000円の減額補正をお願いしております。こ

れは説明の欄１の健康づくり推進センター管理

運営委託料において、県からの派遣職員が８名

から６名に、２名減となったことによるもので

あります。

次に、下から２番目の（事項）原爆被爆者医

療事業費で2,303万6,000円の減額補正をお願い

しております。この主なものは、説明の欄の１
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の原爆被爆者健康管理各種手当の2,157万4,000

円の減額ですが、健康管理手当などの支給対象

者の減少によるものであります。

次に、一番下の（事項）感染症等予防対策費

で325万7,000円の減額補正をお願いしておりま

す。この主なものは、次のページの説明の欄２

の特定感染症対策費の285万円の増額であります

が、これは１月に国が、フィブリノゲン製剤の

投与を受けた方など、Ｃ型肝炎の感染リスクの

高い方を対象としたウイルス検査実施の広報を

いたしましたが、これに伴いまして、各保健所

における検査件数が増加したことによる検査委

託料の増額となっております。また、７の予防

接種費の180万8,000円の減額でありますが、こ

れは予防接種事故救済のための市町村への負担

金が当初の予想を下回ったものであります。

次に、（事項）定期外健康診断及び管理費

で200万円の減額補正をお願いしております。こ

の主なものは、説明の欄１の定期外健康診断及

び予防接種の減額ですが、結核の定期外健康診

断の対象者が当初の予想を下回ったものでござ

います。

一般会計補正予算につきましては以上でござ

います。

次に、「健康みやざき行動計画21」の改定案

についてでございます。お手元の常任委員会資

料の25ページをお開きください。改定案につき

ましては、平成20年１月23日の閉会中の常任委

員会におきましても、改定状況の御説明をさせ

ていただいたところでございます。その後、パ

ブリックコメントを行い、現在、最終的な取り

まとめを行っているところでございます。本日

は、改定案につきましては、別途製本したもの

をお手元に配付させていただいておりますが、

今回は常任委員会資料のほうで説明をさせてい

ただきます。

まず、１の事業目的でございます。国におき

ましては、平成17年12月に示した医療制度改革

大綱に基づきまして、疾病の予防を重視した

「健康にっぽん21」の改定を行ったところでご

ざいます。本県におきましても、メタボリック

シンドロームに着目した「健康みやざき行動計

画21」の改定を行うこととしたところです。内

容といたしましては、メタボリックシンドロー

ムの該当者・予備群を減らすなど、生活習慣病

の発症予防、重症化予防に着目した目標値と、

その達成のための施策の方向性などを示すもの

であります。

次に、２の事業概要の（１）計画期間であり

ます。医療計画、医療費適正化計画などと同様

に、計画期間を平成20年度から平成24年度の５

カ年としております。

次に、（２）の改定項目でございます。メタ

ボリックシンドロームに着目した項目の見直し

を図り、重点項目を22項目から26項目にふやし

たところでございます。計画の中身としまして

は、26ページの１、栄養・食生活から、40ペー

ジの９、がんまで、９つの分野から構成されて

いるところでございます。現計画と改定計画の

分野別の主な変更点について説明をさせていた

だきます。

26ページをごらんください。栄養・食生活の

分野におきましては、メタボリックシンドロー

ムに着目し、1.1のところで腹囲に関する項目

を、また、27ページの一番下の項目、「メタボ

リックシンドロームの概念を知っている人の割

合を増やす」、この２項目について新たに追加

し、おのおの直近値と目標値を設定いたしまし

た。

28ページをお開きください。身体活動・運動
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の分野におきましても、先ほどの栄養・食生活

と同様に、同じ２項目を追加しているところで

ございます。

29ページの休養・こころの健康から、34ペー

ジの歯の健康まで、４つの分野につきまして

は、従来の計画と目標項目等は変わっておりま

せん。

35ページをお開きください。糖尿病などの生

活習慣病対策は、今回の医療制度改革の中でも

予防の重視ということで重点化されているとこ

ろでございます。そのため、糖尿病の分野にお

きましては、次の36ページになりますが、7.2の

「糖尿病予備群の推定数を減らす」から、一番

下の7.12「メタボリックシンドローム新規該当

者の推定数を減らす」までを、新たな目標項目

として追加したところでございます。

次に、８、循環器疾患におきましても、次

の38ページになりますけれども、上から３番目

の7.4「メタボリックシンドローム予備群の推定

数を減らす」から、一番下の8.7「脂質異常発症

者の推定数を減らす」まで、これらを新たな目

標項目として追加しております。

39ページをごらんください。最後にがんの分

野でございますが、現在策定中の宮崎県がん対

策推進基本計画との整合性を図りまして、9.1の

「がん検診受診者の割合を増やす」の数値目標

を50％と変更したところでございます。今後と

もこれらの目標達成に向けまして努力してまい

りたいと考えております。

健康増進課は以上でございます。

御説明ありがとうございまし○十屋委員長

た。執行部の説明が終了いたしました。まず、

議案について質疑はありませんでしょうか。

まず、県立看護大の運営につい○図師委員

て、115ページ、大学管理費及び教育研究費もそ

うですが、執行残に伴うという御説明でしたけ

れども、もう少し詳しく御説明いただければと

思います。

一番大きいのが１の大学○松原福祉保健課長

管理費でございますが、主なものとしましては

職員費がございまして、教員の定数62名で予算

要求をしておりましたが、定数62を満たさず

に60であったこと等により、職員費が減になっ

たこと。それから、庁舎管理委託、空調ですと

か清掃、そういった委託費の入札残、あるいは

情報システムの整備経費につきまして、これも

執行残が生じたということで、6,000万ほどの執

行残が生じたところでございます。

了解です。続きまして、132ペー○図師委員

ジ、介護保険対策費のところ、１の介護保険財

政支援事業、７億1,000万以上が減となっている

んですが、御説明では、市町村の介護給付費の

見積もりが下回ったとか、その累積が下回った

ということでしょうけれども、これは介護度の

見直しがあって、介護度１ないし２の方が要支

援に回ったとかそういうものが関係して、この

７億を超えるような減額につながったのか、そ

の減額につながった理由を教えてください。

介護給付費そのものと○畝原高齢者対策課長

しましては、伸びはおっしゃるように減ったと

いうふうに私たちも思っております。ただ、全

体ではふえております。この７億といいますの

は、御案内のとおり、介護保険ですので、すべ

てのリスクに備えるという責務が市町村にはご

ざいますので、最大需要があったときにどれぐ

らいあるかとぎりぎり見積もります。これでも

まだ年度末来ていませんので、若干の余裕があ

ると思うんですが、早い段階で補正を落として

しまいますと、最大の需要にこたえ切れないと

いうこともありますので、市町村は、介護認定
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者がすべて介護サービスを受けるだろうと想定

して予算を組みますので、その結果、残額が大

きくなったということでございます。ちなみ

に、市町村ごとに割ってみますと2,000万ちょっ

とぐらいになります。各市町村で割りますと。

例年これぐらいの残が出るもので○図師委員

すか。

ほぼこういう減額にな○畝原高齢者対策課長

ります。

わかりました。もう一点、次○図師委員

は、140ページの児童手当支給事業費のところで

すが、児童手当の県負担金が1,170万余の残が出

ておりますが、これは受給者が減少したという

ことですけれども、何人分に当たる金額です

か。

当初は、対象児童の延べ○西野児童家庭課長

人数を約139万人と見込んでおりましたが、その

後、実績を勘案しまして、約133万人程度で済む

のではないかというふうにとらえております。

これも単純に、少子化がここにあ○図師委員

らわれてきているというふうに理解してもいい

ものでしょうか。

見込みの減等の要因につ○西野児童家庭課長

きましては、あくまでも市町村のほうの見込み

が多少多目に出てきたという要素もあろうかと

思います。

はい、理解できました。もう一点○図師委員

だけ、147ページです。精神障がい者社会復帰促

進事業費と、その下にも出てきますが、障がい

者自立支援諸費のところもですが、障がい者自

立支援諸費の９番ですね、精神障がい者地域生

活移行支援事業、これと上の精神障がい者の社

会復帰施設の運営事業というのは、リンクして

いる内容じゃないのかなと思うんですが、課長

の説明では、授産施設として運営していくはず

の事業が、国の基準が厳し過ぎて補助を利用す

るに至らなかったというような内容の説明だっ

たと思うんですけど、これは何施設がそういう

対象で、その施設を利用されていた方が今後ど

ういうサービスの利用につながるのか、そのあ

たりの流れを教えてほしいんですが。

まず、147ページの一番上○村岡障害福祉課長

の精神障がい者社会復帰施設運営事業ですけ

ど、これにつきましては、以前からの旧体系で

されている部分と、新体系に移られた、例えば

ブライトハウスとかあじさいとか４カ所あるん

ですけど、そういったものについては、その下

の介護給付・訓練等給付のほうの体系の中に入

る形になります。残った部分がそのまま減額と

いう形で上に7，000万が計上される形になりま

す。

それから、今言われたのは９番目の部分で

しょうか。９番目につきましては、これは名称

から見ると、地域生活移行ということで、国の

ほうから示されたときも、やりたいというとこ

ろは、グループホームを中心にしてできるん

じゃないかということで希望された向きはあっ

たんですけど、実際国のほうから要綱内容が来

た段階で、内容的にセットでなきゃいいけな

い、要するにグループホームだけではいけない

ということになりまして、それに日中支援のも

のをつけないといけない。それから、グループ

ホームにした場合は、その分の病床数を減らす

という条件も入りますので、そういった部分に

ついては、設置者がグループホームをやりたい

という意向でしたので、その部分が合致しな

かったということで今回手が挙がらなかったと

いうことです。

もう一つは、これまでグループホームにつき

ましては、初度調弁ということで家賃等最初の
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部分の面倒を見ていたんですけど、今度は施設

整備のほうも伴うということで、条件緩和でき

ますので、そちらのほうでやっていきたいとい

う意向が出ている部分はあります。

精神科病院がこの事業に取り組ま○図師委員

れてグループホームに転換するところが、その

分の病床数を減らしますよと、そういうような

条件というのは、この事業が国からおりてくる

ようなときには現場に説明とか行ってなかった

んですか。

それはまだわかりません○村岡障害福祉課長

でした。具体的な内容がわかったのは暮れに

なってからという状態になりますので。

実際現場が使えない事業がこう○図師委員

やっておりてきている。ただ、来年度は見直し

が入るということですが、精神科病院として

も、精神障がい者を地域に帰したいという意向

はあっても、あとはグループホームの設置基準

とか地域要件とか、地域要件というのかな、例

えば病院から何キロ以上離れていなくてはいけ

ないとか、バスなりタクシー、近くに公共の乗

り物の機関がなければいけないとか、結構厳し

い制約がほかにもあると思うんですけど、実

際、今、課長が言われる見直しが入って、来年

度この事業というのはスムーズに現場におりて

いくような内容になると思われますか。

正直言って、この事業は○村岡障害福祉課長

なかなか取り組みにくいという感想を持ちま

す。ただし、国のほうが、それに伴いまして、

従来、福祉法人関係を中心にした社会福祉整備

費、普通の福祉施設をつくる場合の補助金があ

るんですけど、その体系にこれが組み込みがで

きる形になります。ですから、グループホーム

を創設する場合は、2,000万を限度として施設を

つくってもいいと。内装する場合には600万まで

いいですよという条件がありますので、これ

だったら、こちらのほうがいいという意見が出

ていますので、こちらのほうを進めていきたい

ということで、既にこういったことについて

は、意向調査をやったら、20件近く要望が出て

きていますので、こういった形なら進めていく

ことができると思います。

もう一点だけ。グループホームを○図師委員

運用していく上での問題点は、最初の改築とか

内装の工事のほかにも、そこに働く世話人とか

ヘルパーの方々の人件費、運営費が非常に低額

に設定されているがゆえに手が出せないという

声もたくさん聞くんですけど、こういう事業と

いうのは、そういう運営費の補助なんかには活

用できないものですか。

これは直接的には活用で○村岡障害福祉課長

きません。ただ、自立支援法の中ではそういっ

たものは見るという形になります。ただ、低額

であるということは私も承知していますので、

そのあたりはやはりこれからの課題かなと思い

ます。

ほかにございませんか。○十屋委員長

あわせて障害福祉のところで、○前屋敷委員

今の147ページの一番下ですけれども、臨時特例

基金のところで、148ページに行って、障がい者

自立支援強化事業、４番目の福祉サービス事業

者支援事業、ここも見込みが下回るといった御

説明だったかと思うんですけれども、もう少し

詳しく中身を聞かせてください。

この部分につきまして○村岡障害福祉課長

は、例えば148ページの一番上の小規模作業所等

緊急支援事業ですけど、当初これは、10カ所の

小規模作業所、デイサービス関係５カ所という

ことで想定しましたけれども、最終的には、作

業所が10カ所、デイサービス関係が１カ所とい
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うことで、デイサービス関係が４カ所減になっ

た部分が影響しています。

それから、障がい者自立支援強化につきまし

ては、メニュー事業が16あるんですけど、その

事業の中で、減額が11、増額が３という形で、

例えば施設のバリアフリー化とか、グループ

ホームの整備関係、オストメートの機能をつけ

るとか、そういったものがありまして、全体的

にはそこが下がったということがあります。

それから、４番目の支援のところにつきまし

ては、これは移送の支援を行うという事業所を

想定したんですけど、移送支援の部分、通所

サービスの利用促進のための移送支援ですけ

ど、その利用が少なかったということが要因に

あります。

いろいろ事業での予算はつくん○前屋敷委員

だけれども、やはり使いづらいというのがある

んですかね、実際、現場では。

その部分については説明○村岡障害福祉課長

をして、使い方についてはやっているんですけ

ど、事業所のほうで、そこをどういう選択をす

るかということで考えられますので、そういっ

た部分は支援しながらやるんですけど、実質的

にそこがうまくいかなかった部分と、逆にふえ

た部分もありますので、そういったことについ

てこれからも指導していきたいと思っていま

す。

125ページの老人医療費支給事業、○丸山委員

当初の見込みよりもふえたということですが、

介護保険なりほかの事業は見込みよりも少なく

なったということですけれども、18年度の当初

予算と最終予算を見ても減額になっているんで

すけれども、ここだけふえてしまったというの

は、どういう理由があってふえてしまったの

か、それをもう少し具体的に説明いただきたい

んですけれども。

今回の老人医療費の２○舟田国保・援護課長

億1,411万8,000円の増額の主たる原因ですけれ

ども、これにつきましては、当初予算というの

は、その年の各市町村の積み上げで次年度の当

初予算を見込み、計上するわけですけれども、

今回の増額につきましては、その中で、老人医

療支給者は約15万人いるんですけれども、そ

の23％の対象者を含みます３万3,000人ですけれ

ども、宮崎市の１人当たりの老人医療費が、当

初の見込み額よりも約6.4％程度伸びておるとい

うことで、この増額分の約６割に相当する分が

宮崎市の増額分ということでございます。それ

と今、委員が申されたように、30市町村それぞ

れ老人医療費の支給事業を行っておりますけれ

ども、増額の市町村と減額の市町村が約半々ご

ざいます。それともう一つの要因としまして

は、18年度に大きな市町村合併がありまして、

合併した市町村の中で、市の積算と従前の町村

の積算等々について若干見積もりに支障があっ

たというんですか、見積もりが精度がなかった

ところがあったとも聞いております。そういう

ようなことで増額をお願いしております。

合併の影響があったということな○丸山委員

んでしょうか。宮崎市が６割も、ここだけ大き

くなっているというのは、ただ単に合併だけの

要因というふうに思ってよろしいんでしょう

か。そのかわり、介護保険に関してはちゃんと

出ているということになっていると思うんです

が、その辺の差、介護保険との考え方をちょっ

と教えていただきたいんですけど。

今申し上げましたように、○舟田国保・援護

これは、16市町村が過小の見積もり、14の市町

村が過大見積もりと、それぞれ増減がある中で

総額で２億1,400万の増額ということで、先ほど
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も申し上げましたように、その見込み増分の約

６割に当たります１億4,000万程度が宮崎市分と

いうことで、それは、宮崎市が見込んでおりま

す１人当たりの老人医療費が6.4％の増と、思わ

ぬ増があったというのが主たる原因でございま

す。

特に老人医療費が伸びたのは、6.○丸山委員

何％宮崎市が伸びたというのは、特殊な病気と

いうか、それがわっと広がったというわけでも

ないと思うんですけれども、なぜ上がったかと

いうのはもう少しわかりませんか。

ただいまのところ、１○舟田国保・援護課長

人当たりの老人医療費が伸びたということで、

その分析までには至っておりません。

わかりました。これ以上してもあ○丸山委員

れでしょうか、またできれば調査をさせていた

だいて、今後の課題にしていただければ幸いだ

と思います。

あと、別なんですが、113ページの災害救助事

業のことですけれども、昨年は災害が少なかっ

たということで減額ということですが、気に

なっているのは、安全・安心基金のことです。

安全・安心基金を３年間で市町村と合わせて６

億というのがあって、昨年も支給されて減額に

なっている分があると思うんですが、それに対

する積み増しというようなことは全く考えてい

なかったということ、それで大丈夫と思ってよ

ろしいのかを、説明含めてお伺いしたいと思い

ます。

災害救助事業費の減額部○松原福祉保健課長

分につきましては、災害救助法に基づく救助に

関する費用でございまして、基金とは全く別物

でございます。

それはわかっているんですが、基○丸山委員

金に積んだやつを使ってしまって、その部分に

対する手当ては考えなくてもいいというふうに

理解していいのかを。

失礼いたしました。災害○松原福祉保健課長

時安心基金につきましては、３カ年度で県が３

億、市町村が３億積むことによりまして、３年

間で合計６億積み増すことによって被災者の方

への支援を行うという制度でございますので、

特に基金について、来年度新たに積み増しを１

億行うということで、補正で今年度使った部分

を補てんするということにはなっておりませ

ん。

ということは、補てんしなくても○丸山委員

来年度以降も十分対応できるからというふうに

理解してもいいということでよろしいでしょう

か。

そもそも３年間で６億の○松原福祉保健課長

基金を造成するということでございますし、今

年度支出されたのが1,820万。当初予算でまた御

説明いたしますが、来年度また１億円県のほう

から積む予定にしておりまして、市町村もまた

１億円積むことになりますので、支障はないか

と考えております。

ほとんどの課に関連しているんで○髙橋委員

すが、職員費の執行残がありますね。これは人

なのか、いわゆる給与の中身の減なのか、中身

をもう少し教えてください。

まず、福祉保健課の職員○松原福祉保健課長

費につきましては、福祉保健課分と福祉事務

所、保健所、衛環研、看護大学の職員費を見て

おりますが、福祉保健課の職員費については合

計１億余り補正減になっております。要因とい

たしましては、当初422名分で職員費を要求して

おりましたが、４月１日時点で421名になってい

たということもございますし、育休が11名発生

したということ、それから退職が４名あった
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と、こういったことから、福祉保健課関係の職

員費については減額が生じたということでござ

います。

福祉保健課に聞きますけど、422名○髙橋委員

が421名、当初から１名減だけど、退職４名とは

何かかかわりがありますか。

退職をしますと、退職後○松原福祉保健課長

は給料が当然出ません。

422が421だから、４名はどこで足○髙橋委員

し算引き算するのかなと思って。

422から421というのは、○松原福祉保健課長

４月１日時点で１名減になっていたということ

でございまして、その後、年度途中で４名退職

されたということと、11名育休が発生したとい

うことでございます。

私が気になったのは、当初、費目○髙橋委員

で、例えば時間外手当とか組みますよね、そう

いうところの執行残がかなりあると心配だなと

思って聞いてみましたが、そういうところはご

ざいませんか。

育休、退職者を合わせま○松原福祉保健課長

すと15名になります。これに１人当たりの給

与、仮に650万としたときに、大体9,750万にな

りますので、主な要因としてはやはりこの育

休、退職というのが大きいと思います。

次行きます。ちょっと細かなこと○髙橋委員

を聞いて申しわけないんですけど、福祉保健課

です。112ページ、福祉総合センターの運営及び

福祉人材の育成に要する経費で、この福祉総合

センターというのは原町にある建物ですね。こ

こに執行残で339万8,000円、管理運営費があり

ます。たまたまこの前、難病センターに行った

ときに、ちょっと手狭になっているというこ

と、そしてまた、入り口がドアなんですね。障

がいを持つ方が入られるから、引き戸を要望し

ているんだがということで承って、たまたま執

行残があるから、こういう要望なんかはうまく

受け入れてもらえないんでしょうかと思って質

問しました。

その部分については、私○松原福祉保健課長

も詳細がわかりませんものですから、改めてそ

の団体のほうのお話をお聞きしたいと思いま

す。

要望は上げていらっしゃるという○髙橋委員

ことでしたので、執行残もあるわけですから、

そう何百万もかかるものじゃないと思うので、

内部で検討していただきたいと思います。

126ページ、国保・援護課、一番下の保険基盤

安定事業、執行残の理由で、低所得者層の軽減

措置、これが下回ったということでしょうけ

ど、今こういう宮崎県の環境ですから、いろい

ろと困っていらっしゃる方は多いと思うんです

ね、低所得者層。だから、措置が下回ったとい

うのをもうちょっと理由を聞いてみたいと思う

んですが。

126ページの一番下の行○舟田国保・援護課長

の保険基盤安定事業の５億6,900万余の減額です

けれども、この事業は、市町村国保が行います

低所得者等への国保税の軽減、あるいは低所得

者を多く抱える市町村国保への財政支援という

ことで、従来から支援をしているわけです。今

回の５億7,000万弱の大幅な減額ですけれども、

低所得者への軽減措置は十分確保された上での

減額であることがまず大前提ですけれども、こ

の基盤安定事業は、平成17年に、国の三位一体

改革によりまして、それまで国が２分の１の負

担率を持っていたものが、三位一体改革により

県が４分の３、市町村４分の１という補助負担

率になりまして、17、18、19年、３カ年度目で

すけれども、大幅に県の負担額が増額になった
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経緯がございます。そういう中で、軽減世帯の

伸び率を勘案しながら、やや多目に予算を計上

させていただいたところがございます。そんな

ことで、19年度の当初予算は、18年度の当初と

同額を実は予算措置をさせていただいておりま

す。今年度も対前年度1.数％の軽減世帯の伸び

がございますけれども、それらの軽減世帯への

措置は十分確保された中で、当額が見込み減と

いうことで補正をお願いしているところであり

ます。

わかりました。軽減措置は十分○髙橋委員

やっていると、過大な見積もり額はないという

ことですね。

次の128ページ、国保・援護課、生活保護扶助

費の関係です。生活保護扶助費の、これもマイ

ナス１億5,800万だから大きいものですから、医

療扶助費、全体を見ると保護世帯はふえている

わけで、それなりに医療費の伸びもあるという

ふうに私、認識をしていたものですから、この

減額の要素をもう少し教えてください。

１の生活保護扶助費の○舟田国保・援護課長

減額ですけれども、これは実は、18年度におけ

る前年度の扶助費のうちの医療扶助費の精算に

伴います減額ということでございます。それと

この扶助費につきましては、私どもは、９市以

外の21町村、県としては郡の福祉事務所単位で

の扶助費でございます。全体では保護世帯は若

干伸びておりますけれども、町村は対前年度で

約20名減、18年度平均被保護者からしますと、

昨年の10月時点では20人程度の減というような

ことがあります。以上でございます。

びっくりしました。町村では逆に○髙橋委員

減っているんですね。私たちが地域を歩く限り

は、困っていらっしゃる方が結構いらっしゃる

ものですから、今、20名減という説明はびっく

りしました。またいろいろと検討させてくださ

い。

児童家庭課、138ページ、これも1,500万の減

額補正ですから、ちょっと聞きます。３の市町

村児童環境づくり基盤整備事業です。対象箇所

が減になっているのが気になるものですから、

具体的に教えてください。

この事業の減額の主な要○西野児童家庭課長

因ですけれども、放課後児童クラブの実施箇所

数の見込みが当初の見込みよりも減ったという

ことに伴うものでございます。今年度は、特

に、放課後子ども教室という教育サイドで実施

するものと、放課後児童クラブを一体的に実施

するという元年の年でありまして、市町村のほ

うで、放課後子ども教室を実施することにした

というところも恐らくあるのではないかと思っ

ております。

私も質問したから、調査しました○髙橋委員

のでわかるんですが、確かに箇所数というのは

ふえてきていますね、前年度に対して。県とし

て、箇所はどのくらい設置できるだろうという

見込みをしたけれども、それができなかったと

いうことだから、そこはしっかり反省していた

だいて、教育委員会ともいろいろと、事業を

持っているものですから、あそこと連携したら

もっと内容も充実した、そしてまた箇所もふえ

ると思うので、ここはまた頑張っていただきた

いと思います。

ほかにございませんか。○十屋委員長

児童家庭課にお尋ねいたしま○徳重委員

す。138ページ、児童措置費等対策費ですが、県

内の入所児童数を教えてくださいますか。

県内の児童養護施設に入○西野児童家庭課長

所している児童数ですけれども、19年５月現

在、県内９つの児童養護施設に433名、あと１つ
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の乳児園に34名入所しております。

保育所ですよ。○徳重委員

19年４月１日現在、定員○西野児童家庭課長

が２万7,430名のうち、２万6,769名が保育所に

入所しております。

２万6,769名が４月１日現在です○徳重委員

ね。そして、最終的には幾らになったんです

か。この補正で組まれている、増加しているわ

けですが、4,855万1,000円か。

保育所の県負担金の補正○西野児童家庭課長

増の主な要因でございますが、保育所の徴収

金、入所者から取る利用料でございますが、そ

れが見込みよりも少なかったということでござ

います。本来、保育所の徴収金というのは、国

の基準額に沿って、それぞれ所得階層別に見込

みを立てて計算するものでございますが、その

見込みよりも所得が低い階層に入所者が集まっ

たというふうに考えております。

わかりました。大きくふえている○徳重委員

からと思いまして、ちょっと気になったところ

です。

それから、健康増進課に１つお聞きしま

す。159ページ、原爆被爆者が県内に何人ぐらい

いらっしゃるんですか、ちょっと教えてくださ

いますか。

平成19年度で755名です。○相馬健康増進課長

ふえるということはないんです○徳重委員

ね。と申しますのが、かなり金額が減額になっ

ているということで、これは原因としては、お

亡くなりになったと見てもいいんですか。

被爆者の方も高齢化して○相馬健康増進課長

おりまして、平成18年が785名で、平成19年度

が755名で、30名ほど人数が減っております。そ

の影響でございます。

140ページの児童手当支給の１○緒嶋委員

億1,700万も見込み違いという、これだけ減額に

なるというのは、基礎的なものがそれだけ積算

がおかしかったということですか。どうなるん

ですかね、これは。

確かに非常に大きな額に○西野児童家庭課長

なっておりまして、先ほど申しましたが、それ

ぞれ市町村ごとに見積もりを出していただい

て、それを集計したものですが、要因としまし

ては、18年度に手当の制度が拡充されまして、

そこで拡充の影響というのをとらえ損ねたとい

いますか、相当な精度をもって計算できなかっ

たということだろうと考えております。

そこ辺は積算を基礎にせんと、予○緒嶋委員

算は積算を中心にして組むわけだから、そうい

うことで１億1,000万、逆に言えば、おかしな予

算を最初から組んでいたということにもなるわ

けですね。積算がおかしかったと。だから、子

供の数というのはそう狂ってはおかしいわけで

すね。もらう人の数は、児童手当をもらわなく

なる人との差が出てきてのことしかないわけだ

から。これは市町村含めてもうちょっと積算の

基礎を明確にせんと、議会も承認をする以上

は、こういうのはアバウト過ぎてもどうかなと

いう気がするわけです。これは措置的なものだ

から、そう狂っちゃおかしいと思うんです。今

後は、こういうふうに１億以上もというのは大

変な金額になるわけですので、そこ辺の積算は

十分積んで、これは財政課ともいろいろやりと

りをしながら組むわけですから、そこ辺はお互

い、まあまあというような感じで組まれたのか

なという気がするものだから。今後注意してい

ただきたいというふうに思います。

先ほども申しました○西野児童家庭課長

が、18年度の制度拡充というのも……、実績を

勘案できる状態になりましたので、今後は一層
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的確な積算に努めてまいりたいと思っておりま

す。

職員の人件費のことが出ていま○前屋敷委員

したけど、１つだけ御説明いただきたい。114

ページ、福祉保健課でお願いしたいんですけ

ど、保健所の職員費かと思うんですけど、4,600

万円なので、ちょっと金額が多いようにあるん

ですが、この中身について御説明ください。

先ほど育休の話をさせて○松原福祉保健課長

いただきましたが、保健所からの育休が７、11

のうち７が保健所だったということで、保健所

分の減額が大きくなったということでございま

す。

続いて健康増進課でお願いした○前屋敷委員

いんですが、結核対策費で御説明いただいたん

ですが、結核医療療養費の1,000万円の減額、負

担事業の減額ですが、入院期間の短縮などとい

う御説明があったんですけど、命令入所などの

ことかなと思うんですが、この入院期間そのも

のを制度的に短縮したということでこれほどの

減額になっているわけですか。

158ページの結核医療療養○相馬健康増進課長

費のことですか。減額の要因でございますけれ

ども、１つは、結核の患者さん自体が、平成18

年度が202名だったのが、平成19年度の新規の患

者さんは187名ということで、15名ほど患者さん

が減っております。それと、あと、入院期間に

つきましては、多剤の３剤、４剤という強化療

法が普及しまして、それによって入院期間が短

くて済むようになったということでございま

す。

それでは、次に、その他の報告○十屋委員長

事項についての質疑はございませんか。

宮崎県医療計画の概要についてお○丸山委員

伺いしたいんですが、１ページに、４疾病・６

事業ということで、６事業の中に、宮崎県の場

合、特にということで、在宅医療・介護という

のが入っていて、高齢化が進んでいるからそれ

は必要だろうというふうに思っていながら、８

ページに、医療提供の充実というふうに書いて

あるんですが、その中に医師・看護師等は入っ

ているんですが、介護の充実というところは

こっちの本編に書いてあるというふうに思って

よろしいのか。そういった介護職の確保という

のがなかなか定着率も低いし、今後、介護職に

つく人が少なくなるんじゃないかという危機も

あるものですから、その辺のことは考えてい

らっしゃるんでしょうか。

在宅医療・介護というの○高屋医療薬務課長

を入れました理由でございますけれども、この

医療計画が、ここに書いてあります疾病初め６

事業の中にも含まれますけれども、地域におい

て切れ目のない医療を提供する体制を築くとい

うのが大きなねらいになっております。これ

は、地域において急性期から回復期、維持期、

それが終わった後は、在宅での医療・介護を提

供していこうという意味で、この在宅医療・介

護というのを入れております。

おっしゃるように、医療提供基盤の充実の中

に介護士というのを入れておりませんけれど

も、これにつきましては、医療の一部を担うと

いう意味で６事業の中の１つには含まれており

ますけれども、福祉の分野での職の方であると

いう意味で、医療提供基盤の充実というところ

には入れていないということでございます。

保健・医療・福祉、これら三位一○丸山委員

体でしっかり進めなきゃいけないということに

あると、医療だけの計画じゃなくて、ちゃんと

その中に入れないと、縦割り行政だったからお

かしいと、その分野、分野で分かれていたから
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おかしいということで、国全体もそういうふう

に考えていこうと、医療、福祉、介護というこ

の３つ、トライアングルをちゃんと組んでいこ

うということでありますので、できますれば、

こういった計画の中には介護というのももう少

し踏み込んで入れていただくほうが、私は好ま

しいんじゃないかというふうに思っております

ので、その辺のいろんな協議を今後できれば進

めていただければありがたいと思いますが、お

考えはありますでしょうか。

医療計画の本編の80ペー○高屋医療薬務課長

ジをごらんいただきたいと思うんですけれど

も、一番上の枠の一番下に、「在宅医療・介護

を担う人材の養成確保に努める」ということで

記載をしておりますので、医療提供体制の基盤

の整備というところにもその記述を入れていき

たいと思っております。市町村等の意見も聞い

ておりますので、そういった声も上がってくる

と思いますし、また、委員の御指摘もありまし

たので、そういった方向で考えていきたいと思

います。

医療計画は、医療圏が広がるとこ○髙橋委員

ろがありますね。私も質問させていただきまし

たけれども、医師不足が発端になっていると思

いますが、３月末でこれは決定するわけです

ね。パブリックコメントとか来ていると思うん

ですけど、その件数と主な内容を今控えてい

らっしゃったら、教えてください。

パブリックコメントの件○高屋医療薬務課長

数については、まだ整理をしておりませんの

で、今ここで申し上げることはできません。後

ほど取りまとめて御説明したいと思います。

医療計画は、それこそ県民の方々○髙橋委員

に広く知れ渡っているわけじゃないんですよ、

正直申し上げて。これが知れ渡ったら大変な反

響が来ると思うんです。具体的に私の地元でい

うと、小児２次が宮崎になっちゃうわけでしょ

う。緊急に入院が必要なときに搬送が必要にな

りますね。救急を要するときに救急車を要請し

ます。高規格の救急車は４台しかないんです

よ、日南の消防が持っているのは。そのうち１

台は宮崎に行っちゃうわけでしょう。往復３時

間拘束されますから、あと３台でほかの救急医

療に、突発的な事故とか含めて対応しなくては

なりませんから、そういうところの整備ももち

ろん当然やっていかないと、例えば南の串間、

ここは都城が近いから都城に行かれるかもしれ

ませんが、日南よりも消防の体制は小さいです

よ。そういういろいろと心配をされるところが

あるんです。なかなか悩ましい問題で、私たち

も皆さん方の御苦労もわかるんですが、広く意

見を聞いたり、これに絡むいろんな整備をしな

きゃいかんとか、ここも連携をとられて計画を

つくっていただきたいなということを要望して

おきたいと思います。

丸山委員が言われた意見と私も全○図師委員

く同感で、今回一般質問で取り上げさせていた

だいたところも、まさにそこを指摘させていた

だいたところで、部長のほうからも非常に前向

きな御答弁をいただきまして、この資料の後に

出てくる医療費適正化計画の内容を見てもその

とおりで、病院からどんどん患者さんを地域に

追い出そう、追い出そうとしている国の流れが

あって、じゃ、それを地域で受けとめる受け皿

づくりが進んでおるかというと、国のほうもそ

こに国庫補助をつけているかというと、全くそ

れも、全くじゃないですが、ほんのわずかな補

助しかつけないような内容で、何よりもまずは

マンパワーの確保と拠点の事務所づくりです

ね、このあたりをやはり数値目標を立てられて
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取り組まれてはと、本当に切に思っています。

この地域医療計画も、内容は非常にすばらしい

と思います。ただ、残念なことに宮崎県がオリ

ジナルでつけ加えられた在宅医療・介護の部分

にだけ数値目標が織り込まれていないというと

ころもありますので、この計画の最初の１、推

進期間の中にもうたってありますように、この

期間中において計画内容の見直しを随時行って

いくということもうたわれていますから、先ほ

ど髙橋委員も言われるパブリックコメント等の

精査ができた後には、ぜひこの在宅というとこ

ろのウエートも徐々に大きくしていっていただ

ければなと思っておりますし、私のほうも要望

するだけではなくて、この数値をもって、この

地域にこれだけのマンパワーなり拠点事務所を

設置できれば、療養型なり、病院の入院期間の

短期化が図られたとしても、受け皿が完備され

るんではないでしょうかというような、具体的

な提案を今後させていただければと思っており

ます。一応要望です。

続けてもう一点だけ。肝炎に係る県民からの

相談についてですけれども、これも私、何件

か、対象者ではないかと思われる方から御相談

を受けておるんですが、どうしても行き詰まっ

てしまうのは、治療を受けられた病歴が古い方

が、カルテなりドクターの証明がとれないとい

うことで、どうしたらいいですかという相談を

受けるんですが、実際、このフィブリノゲンと

か特定血液凝固剤は、宮崎では昭和何年から何

年まで使われていたというのを県は把握されて

いるんですか。

基本的には、日本では昭○串間薬務対策監

和39年に製造されるようになりまして、昭和39

年からと考えてよろしいかと思います。

いつまで。○十屋委員長

このフィブリノゲンは現在○串間薬務対策監

でも使っておりますけれども、ウイルスが潜ん

でおったというのは61年に承認されたもの。し

たがいまして、問題のないのが平成６年に承認

されておりますので、一応平成７年以降は安全

です。ですから、昭和39年から平成６年までと

いうことをお考えになったらよろしいかと思い

ます。

それと、相談者が多いということ○図師委員

ですが、先ほど言いましたカルテなりドクター

の証明がとれない場合は、13ページにも波線で

くくってありますけれども、本人や家族の証言

等を考慮して今後補償対象として認めていただ

けるような内容ですけれども、この本人や家族

の証言というのは、弁護士のところに直接相談

に行けばいいのか、もしくは県がここに関与し

ていただいて何らかの対応をしてもらえるか、

そのあたりはいかがですか。

これにつきましては、個々○串間薬務対策監

が国を相手に裁判を起こすということになりま

すので、県は関与いたしません。これは、あく

までも御自分で何らかの証拠をそろえて、弁護

士に相談して、そして提訴する。その中でその

証拠書類を裁判所が判断する。あくまでも裁判

所の判断になります。そして、それで裁判所が

認めたら、今の原告団と同じように和解という

ことになります。和解によって所定の申請をす

ることによって給付金が渡ると。ですから、一

切そこには県は関与いたしません。

今、情報としてお手元にあればな○図師委員

んですが、実際、カルテなり、診断書等で証明

が出されなかった人が、弁護士等に相談に行か

れて和解対象になりつつあるとか、もうなった

とか、そういう方がいらっしゃるかどうか、御

存じですか。
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カルテがあった場合は、そ○串間薬務対策監

のまま行けると思います。しかしながら、例え

ば家族の証言とか医師の証言があったとして

も、これを最終的に認めるのは裁判所ですの

で、弁護士に相談した場合、裁判所で勝てるか

どうかというのは、弁護士さんが判断すると思

います。ですから、今までこれでうまくいった

という話は聞いておりません。あくまでもカル

テ、今まで一律救済は、あくまでもカルテの

あった患者さんだけです。国が言っているの

は。

実際、病院というのは、カルテの○図師委員

保管義務期間は２年程度と聞いておりますし、

昭和39年から使われておったということであれ

ば、この当時の方々はもう一切なすすべがない

のかなという気もしておりますが、後は弁護士

でまた裁判でということですね。相談を受けた

方にはその旨御説明させていただきます。あり

がとうございました。

ほかにございませんか。○十屋委員長

今のに関連して。このわずか１カ○新見委員

月の間に受けた相談件数の４分の１は、救済方

法の問い合わせということですが、当然これは

弁護士に相談してくださいということになるん

でしょうけど、実際相談を受けたときの県の職

員として、言い方です、言い方、弁護士に相談

してくださいというところを、どれぐらいき

ちっと丁寧に対応されているか、そこ辺ちょっ

と教えていただきたい。

実際、私も電話で200件ぐら○串間薬務対策監

い御相談をお受けしております。ただ、ほとん

どの方が証拠書類がないんですね。実際私がお

受けしたときに、カルテがあったとおっしゃる

のは１人ぐらいです。あと、母子手帳に何らか

の形でフィブリノゲンが明記されてあったとい

う方が２人ぐらいです。あとのほとんどの方が

証拠書類がないと。病院に行ってもカルテがな

いということなんですね。ただ、そういった状

態で弁護士に相談しても、弁護士も相談に乗れ

ないと思います。弁護士の費用がかさむだけで

あって、患者さんの負担になる。そういうこと

になりますので、あくまでもカルテ、これが

あったときには相談されてもいいでしょうと。

しかし、それ以外だったらば、これはあくまで

も何らかの形で証拠書類をできるだけそろえる

ように努力してくださいと言うよりほか、私ど

もはございません。正直申しまして。弁護士に

相談しなさいといっても、弁護士の費用がかさ

みますので、相談費用というのが30分幾らとい

うことになりますので、私どもとしては弁護士

に相談してくださいとは正直言って申し上げる

ことができません。あくまでも証拠書類があっ

た場合にはいいでしょうということで。私ども

も正直言ってつらい思いをしながら電話をお受

けしております。向こうで泣かれる患者さんも

いらっしゃいますし、大きな声で叫ばれる方も

いらっしゃいまして、それを我々相談を受ける

側としては非常に身につまされる思いで今まで

受けてきております。以上でございます。

今、その相談窓口の件でお伺い○前屋敷委員

しようと思ったところなんですけど、私も実際

相談を受ける方もいらして、当時の先生がもう

いらっしゃらないということで、証拠書類とい

いますか、そういうものがないんですね。きょ

う御説明いただいた中でも4,000件ぐらい相談が

あっているということですから、やはり県が相

談窓口はちゃんと開いて、なかなか対応が難し

いお話ではありますけれども、やはりどこまで

親身になってその方の立場に立って道を開いて

あげられるかというあたりも、努力していただ
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きたいなというふうに、我々ももちろん相談を

受けた場合は努力しますけど、県に頼って相談

窓口に来られるわけですから、ぜひその辺のと

ころの対応をお願いしたいというふうに思いま

す。

基本的に、私ども窓口は、○串間薬務対策監

時間の許す限り、向こうが電話を切られない限

り、御相談に応じております。ただ、我々もど

うしても限界がございまして、カルテがないと

いった場合、私たちが探してあげようというよ

うなことはできませんので、なかなかこれは身

につまされる思いでお聞きしています。誠意を

もって相談には乗っているつもりでございま

す。

この医療計画はすばらしいと思う○緒嶋委員

んですけど、これが達成されるためには、やは

り予算的なものがついてまわらんと、絵にかい

たもちという言葉がありますが、そういうこと

も含めたものは十分計画の中には入っておるわ

けですか、将来的な計画の中には。ある意味

じゃ財政的に、医師確保とか何とか、自治医科

大の卒業生の定着とか、いろいろ立派なことが

書いてあるけど、これは福祉保健部だけのもの

ではなくて、財政的な、将来的な裏づけも加味

したものとしての計画というふうに理解してい

いのかどうかです。

この医療計画につきまし○高屋医療薬務課長

ては、この計画の中でも書いておりますよう

に、県だけでできるというものではありませ

ん。市町村、そして、医師会初め関係保健医療

機関と一体となって進めていくということでご

ざいます。したがって、県で行うべき部分のと

ころにつきましては、全庁挙げて進めていかな

ければいけないものだと思っていますので、こ

れからの５カ年計画の中で実現できるように、

私たちとしても全力を尽くしてこの計画が達成

できるようにしていきたいと思いますし、ま

た、これまでの計画と違いまして、これにつき

ましては、数値目標を立ててその実績を評価

し、次の計画に反映させていくという形の計画

の進め方でございますので、絶えず前年度の実

績を振り返りながら、次の年度の事業化に向け

て努力をしていきたいというふうに思っており

ます。

言われることはわかるんですが、○緒嶋委員

やっぱり私はあくまでも、医師の確保にして

も、皆さんが要望しても財政でカットされれ

ば、絵にかいたもちになるわけですよね。そう

いう点は、この方向性が明確なわけだから、将

来的にはそこまで進んだある程度の計画がない

と、県の財政も厳しいことはわかりますけど、

これがこのとおりいけば、代表質問、一般質問

でこの問題について触れる必要はないわけです

よね。それこそ、質問が多くてありがとうござ

いましたじゃなくて、質問がなくて困っており

ますというぐらいにいくと思うんです。特に医

療・福祉というのは、県民のニーズが一番高い

わけですね。医師の確保にしても、医師探しが

ある意味では福祉保健部の仕事みたいになって

いるわけです。そういう中で、自治医科大を含

め、あらゆることでこれが実行されるようなも

のが担保されていないと、どんなに理想的なも

のを掲げても意味がないんじゃないかなという

気がするわけです。そこ辺を十分に煮詰めた上

での計画ですかと私は伺っておるんです。

御指摘のとおり、絵にか○宮本福祉保健部長

いたもちにならんような計画をつくらにゃいか

んわけですけれども、ここで挙げております数

値目標の中には、県が直接やる事業の目標も

入っています。市町村がやるものも入っており
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まして、県の事業としてやるものについては、

おっしゃるように財政的な裏づけというのが必

要になってくるわけですが、すべての項目では

ございませんが、例えば医師派遣システム、こ

れは今、実績は２名ですけれども、将来的に６

名まではそれで採用しようと。あるいは医師修

学資金、これを毎年４名、６年間24名でいこう

と。そういった非常に大ざっぱな合意というの

は、財政当局との間で一応はできている部分も

ございます。ただ、全部が全部そういう裏づけ

があるというものではないので、今後これを

やっていくときに財政と協議しながらやってい

くことになるかと思います。

スタートしたときから全部が全部○緒嶋委員

そうじゃないなんのいうことを言ってもらっ

ちゃ困るわけだが、いずれにしても努力してい

ただきたいというふうに思います。

それと、計画推進の中で、かかりつけ医とい

うのを書いておられるわけですが、中山間地に

行けば、町立病院か村立病院しかないわけです

ね。そういうのをかかりつけ医というふうな概

念というか、そういうふうに見ていいんです

か、かかりつけ医の認識。

どうしても、僻地といい○高屋医療薬務課長

ますか、僻地における公的な医療機関というの

は、利用者の方々にとってはかかりつけ医的な

性格を持つものだというふうに思っておりま

す。

その中で、生涯そのお医者さんを○緒嶋委員

頼るというか、信頼関係の中であるのが、私は

かかりつけ医じゃないかと思うんです。ところ

が、そういうところのお医者さんは２年とか１

年で交代するわけです。そういう人たちをかか

りつけ医として患者さんのほうが信頼が持てる

かというのが実際はあるんですね。だから、こ

こ辺は、十分かかりつけ医になるような、長く

勤めるような医師体系というのが私は必要だと

いうふうに思いますので、この表現からして、

中山間地じゃちょっとそぐわない面もイメージ

としてはあるんじゃないかなという気がしてな

りません。いずれにしても、医師が確保されれ

ばそれはありがたいわけですけれども、今のと

ころ、医師そのものがなかなかいないというこ

とですので。

それから、中国の冷凍ギョウザですが、これ

は家庭用、業務用と出ておりますが、健康被害

もないし、関連性はないことが判明したという

ことであれば、宮崎県では、中国産冷凍ギョウ

ザに関しては被害者もいないし、そのようなも

のは全然なかったというふうに理解していいわ

けですか。

結論的に申し上げま○柏田衛生管理課長補佐

すと、そのように御理解いただいてよろしいか

と思います。あくまでも現段階ということでご

ざいます。

それから、健康みやざき行動計○緒嶋委員

画21でありますが、これは目標値まであるわけ

ですが、毎年その目標値に向かってのいろいろ

な実態というか、それは数値目標にできるだけ

近づいておるかというような精査というか、そ

ういうのはされるわけですか。

中間評価としまして○相馬健康増進課長

は、23年度に県民健康栄養調査等を行ったり、

特定健診、特定保健指導の集計を見ながら、評

価をしていきたいと思っております。

これは市町村の皆さんとも連携を○緒嶋委員

とっていかんと、最終的には市町村の行動が伴

わないと実績が上がってこんと思うんです。だ

から、計画倒れに終わらないように、これが目

標値のとおりいけば、医療費は相当減額される
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ですわね。そこを目指して努力していくという

のが一番の大切なところじゃないかというふう

に思いますので、これこそ総力戦で進めなけれ

ばこのとおりいかんのじゃないかという懸念が

あるというふうに思うんですけれども、そのあ

たりの体制は考えておられるわけですか。

いろんな健康事業という○相馬健康増進課長

のは、ほとんど市町村が実施主体でやっており

ますので、県としましては、バックアップとい

いますか、環境整備という面に力を入れて、市

町村のそういった保健事業の支援を行っていき

たいというふうに思っております。

ぜひそういう努力をして、長野県○緒嶋委員

以上に、健康みやざきというのが全国的にその

名が高くなるように頑張っていただきたいとい

うことを要望しておきます。

特定健診の関係で確認です。15○髙橋委員

ページにありますけど、ペナルティーの関係で

確認です。受診率がありますね、そして保健指

導がありますね、そしてメタボリックの減少

率、あくまでこの３つが目標値をクリアしない

とペナルティーが来るんですよということの確

認をさせてください。

委員のおっしゃるとお○舟田国保・援護課長

りでございます。

例えばメタボリックは10％以上減○髙橋委員

少でしょう。９％じゃだめですね。わかりまし

た。それで、先ほどの緒嶋委員との関連もある

んですが、健康みやざき行動計画21の改定が出

ているわけで、これは保健指導ですよね。保険

者の責任で今度の特定健診はやるということが

うたわれていますけど、健康増進課もこれに

しっかりかかわって保健指導をやっていくとい

うことで理解していいんですね。

従来、市町村がやってい○相馬健康増進課長

た老人保健法に基づく事業の中で、基本健康診

査等は新しい後期高齢者制度のほうに移ったん

ですけれども、健康相談とか訪問指導とか、が

ん検診も含めて、健康増進法の中で位置づけら

れております。それにつきましては、健康増進

課としても、健康増進法に基づいて市町村を

バックアップしていくことになろうかと思って

おります。

保険者へのペナルティーをどうし○髙橋委員

ても私たちは心配をするものですから、それが

ためには、今度の特定健診ですね、その目標値

をしっかりクリアできるように、出ましたよう

に市町村を含めて総力戦でやっていただくよう

に要望しておきます。

今の関連で、ペナルティーの件で○丸山委員

すけれども、保険者のトップの方とか実務の方

は知っていると思っているんですが、トップの

方は知っていても、基本的には、我々みたいな

被保険者、健診に行かなければ、知っている人

は少ないと思うんですよ。その辺をもう少しう

まく説明しないと、いずれ自分にはね返ってく

るんですよというのを、やっていらっしゃると

思っているんですが、もうちょっとうまくしな

いとまずいかなと思っています。どの辺まで話

し合いとかはされていらっしゃいますか。

今回の特定健診、保健○舟田国保・援護課長

指導、メタボの減少率ということで、この３点

をもって、25年度以降の後期高齢者支援金への

プラスマイナス10％の加算・減算が実施される

ということですけれども、まずは、この健診、

保健指導等々の周知ＰＲをきっちり図っていこ

うということで、これから市町村あるいは市町

村国保連合会等々と一体となって、新聞、テレ

ビ、その他市町村の広報等で周知ＰＲに努めて

まいりたいと思っています。そして、国保であ



- 53 -

れば市町村が保険者でございますので、今後の

受診率、健診率等々のアップに向けて、こう

いったことも将来的には被保険者に返ってくる

わけでございますので、そういったことも含め

て周知活動を徹底させていきたいというふうに

考えております。

ちょっと話は違うんですが、宮崎○丸山委員

市で今問題になっているコミュニティ税も、行

政のほうはＰＲした、ＰＲしたということです

けれども、なかなか知られてなかったというこ

とがありますので、５年間かけて少しずつ受診

率なんか上げていかないと、今40％を切ってい

ますので、これを70％となると非常に厳しい

ハードルだというのも一般質問等で出ていると

いうふうに思っておりますので、しっかりその

辺は毎年毎年、もしくは半年なり四半期ごと

に、もうちょっと上げないとまずいんじゃない

でしょうかと、県のほうから各保険者に対し

て、１年ごとじゃなくて、四半期ごととか細か

い指導をしていただくことによって、それぞれ

が健康になったほうがいいことは、皆さん個人

的には思っているんですけれども、それが本当

に数値化されていくということをしっかり指導

していただきたいというふうにまず要望してお

きたいと思っています。

あと、私の勘違いだったら申しわけないんで

すけど、16ページの病床数のことですが、地域

ケアプランの話と違う数字が出ているんじゃな

いかなと。3,000幾らあったような気がするんで

すが、この考え方を教えていただきたいんです

が。

確かに、地域ケア体制○舟田国保・援護課長

整備構想では、おっしゃるように3,016床という

数字が出ていると思います。一方、私ども

は2,025床ということでありますけれども、療養

病床につきましては、厚生労働省の指導といい

ますか、算定基準によりまして機械的に算定し

ていきますと、18年現在の2,726床が2,025床

と、医療費適正化計画ではそういった数値にな

るということで、3,016床とは990床程度の差異

がございますけれども、それぞれの計画で療養

病床の再編を進めていくということになってま

いります。ただ、私どもの計画も、機械的な算

定式に基づいて数値を出しておりますので、こ

れあたりにつきましては、地域のニーズあるい

は医療機関等々の今後のあり方等々も含めなが

ら、総合的に計画を進めてまいるということに

なります。

補足で説明いたします○畝原高齢者対策課長

と、医療療養病床は、ケア構想の中では1,696床

ということで出しているんですが、議会でもお

答えしましたように、今、私ども地域の実情を

一生懸命国に訴えております。どこの県も一緒

でしょうけど、特に我が県は、高齢化率も非常

に高い、医療制度も充実していないということ

を訴えておりまして、ケア構想を発表したとき

は1,696床で出しておりますけれども、厚生労働

省との内々の話では、医療療養病床につきまし

ては329床の増。これは国のほうが今後の高齢化

率の伸びを出しております。国が算式を示して

いるんですが、細かな数字ですけれども、1.19

％高齢化率を加算しましょうということで国が

数字を示しておりまして、それを単純に掛けま

すと、ここの表にありますように2,025という数

字が出てまいります。ですから、ケア構想を発

表した段階では1,696ですが、せんだっての委員

会でも私、御説明申し上げましたように、国に

は今申し上げていて、まだまだ上積みができる

可能性は十分考えておりますということを御報

告しましたが、その部分がオンされておりま
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す。

それぞれの計画があって整合性を○丸山委員

とっていこうと、なおかつ実態と合わせながら

やっていこうと言われることはわかるんです

が、同じ部内でこれだけ違うと、ちょっとぞっ

とする面もあるものですから、その辺を心配と

いいますか、今、緒嶋先生が言われたように、

医療費適正化計画は絵にかいたもちになってし

まうんじゃないかというような懸念もして、17

ページに書いてありますけれども、適正化計画

によって166億円効果がありますよというふうに

大きくうたっているのに、何だったのかという

ふうになりそうな気がするものですから、その

辺はどう考えていらっしゃいますか。

今回、私どもが医療費○舟田国保・援護課長

適正化計画、初めて適正化という概念を計画上

打ち出すわけですけれども、今般の医療制度改

革の中で、根底はすべて同じであります。先ほ

ど来出ています医療計画、あるいは健康増進計

画、介護保険事業支援計画等々も、根源は同じ

ということで、それぞれの数値目標を各計画で

掲げられていますけれども、これらの数値目標

の達成に向けて、それぞれの計画が調和を図り

なさいということが法律で規定されております

ので、調和を図りながら、整合性のとれた計画

の推進を進めていき、私どもから言わせます

と、まさに医療費の適正化を図っていこうとい

うことでございます。

医療費の適正化を特に、確かに高○丸山委員

齢化が進む中に少しでも伸びの抑制を図ってい

くことが、今後大きなポイントになっていくと

いうふうに思っておりますので、その辺はしっ

かりとやっていただきたいんですが、介護難民

が出ないようによく議論をされていくことも必

要ですね。現場のニーズに合わせながらしっか

りやっていただくようにお願いをしたいという

ふうに思います。

あと、11ページの医師派遣システムのことに

ついて教えていただきたいんですが、今回採用

される予定になっている医者が、自治医大出身

で、宮崎にもいらっしゃって、いつ宮崎を離れ

て、今、熊本のほうにいらっしゃるというふう

に思えばいいですか。

ちょっと今手元に資料は○高屋医療薬務課長

ございませんけれども、ここに職歴で挙げてお

りますけれども、義務年限が宮崎の場合、９年

プラス１年としておりますので、10年間宮崎に

いて熊本のほうに勤務してございまして、17年

の６月から熊本に。

できるだけ早く宮崎のほうに、地○丸山委員

元の宮崎のためにということで、本当に大変あ

りがたいんですが、ちなみに、この方と話をし

て、もうちょっと早く呼びかけてもらえば、熊

本に行かず、ここに書いてあるように県立病院

に入って、自分の希望するこういうシステムが

あれば、すぐこっちに乗ったんですよというよ

うな意見で、若い方ですので、特によかったん

じゃないかと思うんですが、その辺はどういう

反応だったか、ちょっと教えていただきたいん

ですけど。

この方につきましては、○高屋医療薬務課長

２年近くずっと接触を続けてきたわけですけれ

ども、宮崎で仕事をしたいという気持ちは強く

ありました。ただ、医者ですので、やっぱり自

分の専門としたいところをもっと勉強を深めた

いという気持ちがあって、熊本のほうに行かれ

たということでございますので、宮崎で受け皿

をつくってということも一つはあるかもしれま

せんけれども、やはり本人の希望するところに

行きたいというのが優先していたということだ
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と思います。それと、やはり自治医大卒医の

方、義務の明けた方について、定着をしてもら

うということは、彼らは彼らで、僻地で５年間

も６年間も続けて僻地のために医療に従事して

きたわけですので、やはりその面では最先端の

医療技術、知識におくれているということで、

そういった面での焦りというのもあるのも事実

であります。だから、そういった希望をいかに

かなえて、そして定着に結びつけていくかとい

うことが、やはりこれから大事なことだと思っ

ておりますので、そういったことで彼らの希望

を取り入れて、かつ宮崎に残っていただくよう

な方法をこれからいろいろと研究していきたい

というふうに思っております。

ぜひ今、課長の言われるとおり、○丸山委員

今いらっしゃる医者のできるだけ流出を防ぐ、

特に自治医大の出身の方の流出を防ぐというよ

うなシステムを、予算的にもしっかりかけてい

ただいても構わないというふうに思っておりま

す。このシステムだと、僻地から県病院ですの

で、かなり医療の差が高度になってくるという

ふうに思っていますし、また、１年半後には、

半年は自分の好きなところに研究に行けると。

すごくいいシステムになっていると思っており

ますので、そういうのももうちょっと、さらに

ほかの自治医大生、年限が来ようとしている人

たちにも意見聴取していただいて、本当に医師

確保がまず必要だというふうに思っております

ので、福祉保健部の全力を挙げてやっていただ

くことを御要望させていただこうと思います。

ただいま医療制度改革に伴って○前屋敷委員

それぞれの計画が出されたんですけれども、や

はり基本的なところをしっかり踏まえていただ

きたいというふうに思って発言をするんですけ

れども、医療費の総額をいかに減らすかという

ことで政府はこういう方針を立ててきたことは

否めないと思うんです。確かに医療、介護、福

祉の到達点で、いかに健康で長生きできるかと

いうところが最大の目標でなければならないわ

けですけれども、いかに医療費を抑制するかと

いうことから発想してこういう計画が立ってき

たというので、私は本末転倒だというふうに

思っています。特に、今、ペナルティーの問題

など出されましたけれども、強制力を持ってや

らなきゃならないというところは非常に悲惨な

ことで、やはり健康そのものはみんなが認識で

きるような形で行政も本人も含めて努力しな

きゃならないところなので、このペナルティー

自身についてはやはり問題だなと私は思ってい

るところです。

それで、この計画はそれぞれ整合性を持って

進んでいくわけですけれども、ここに示された

病床を減らしていく問題とかは、やはり適切な

医療が受けられない状況がないように、適正な

というより、適切な医療が受けられなくなるよ

うな方がないということを前提にしながら進め

ていくべきだというふうに思っているところで

す。基本的なところをそういうところに置い

て、計画そのものは個人個人の健康の問題です

から、大いに進めていくべきだというふうに思

いますけれども、そういう観点でぜひ計画その

ものももっと中身も充実させて進めていく必要

があろうかというふうに思いますので、その辺

のところをお願いしたいというふうに思いま

す。以上です。

それでは、報告事項につきまし○十屋委員長

てはこれで終了したいと思いますが、その他の

ことで何かございませんか。

先ほど髙橋委員のほうか○高屋医療薬務課長

ら御質問のありましたパブリックコメントの件
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でございます。２月15日からパブリックコメン

トを開始いたしまして、現在まで８件の意見が

寄せられております。内容につきましては、小

児医療の確保という意見が多いようでございま

す。以上でございます。

ありがとうございました。○十屋委員長

それでは、以上をもって福祉保健部を終了い

たします。執行部の皆様には大変御苦労さまで

した。

暫時休憩をいたします。

午後３時39分休憩

午後３時42分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

まず、採決についてですが、委員会の日程の

最終日に行うことになっておりますので、あす

の13時30分としたいのですが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○十屋委員長

します。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。本来であれば、採決後に御意見をいただく

ところですが、今回は日程的に余裕がございま

せんので、委員長報告に盛り込む要望がござい

ましたら、お出しいただきたいというふうに思

います。

それでは、暫時休憩いたします。

午後３時42分休憩

午後３時46分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせてい○十屋委員長

ただきたいと思います。

そのほか何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上を○十屋委員長

もちまして本日の委員会を終わります。

午後３時46分散会
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平成20年３月７日（金曜日）

午後１時30分再開

出席委員（９人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

委 員 新 見 昌 安

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 斉 藤 安 彦

議 事 課 主 任 主 事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○十屋委員長

今回付託を受けました議案第38号及び第49号

について採決を行いたいと思います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」「議案ごと」と呼ぶ者あり〕

それでは、個別に採決をいたし○十屋委員長

たいと思います。

議案第38号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第38号○十屋委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第49号について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、議案第49号○十屋委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

そのほか何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で委員会を終了いた○十屋委員長

します。委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時31分閉会




